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総 則
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第１節 目 的

この計画は、本県の県民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼす恐れのある地震災害に

対処するため、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第４０条の規定に基づき、県、

市町村及び各防災関係機関に必要な体制を確立するとともに、県域における地震災害対策を

総合的かつ計画的に推進することにより、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を地震

災害から保護することを目的とする。

第２節 計画の性格及び基本方針

１．計画の性格

( ) この計画は、熊本県防災会議が作成する「熊本県地域防災計画」の「震災対策編」とし1

て、突発的に発生する地震災害に対処するための災害予防、災害応急、災害復旧を計画化

したものである。

この計画に定めのない事項及び風水害等の地震以外の災害対策については 「熊本県地域、

防災計画」の「一般災害対策編」に定めるところによる。

( ) 「熊本県地域防災計画震災対策編」の策定及び運営にあたっては、国の「防災基本計画」2

に基づき実施することから、指定行政機関及び指定公共機関が作成する「防災業務計画」

と密接な連携を図ってゆくものとする。さらに、水防法(昭和２４年某率第１９３号)に基

づく「熊本県水防計画」及び石油コンビナート等災害防止法(昭和５０年法律第８４号)に

基づく「熊本県石油コンビナート等防災計画」とも十分な調整を図るものとする。

( ) この計画は、地震災害に関して、防災関係機関相互の密接な連絡調整を図るうえで基本3

的な大綱を示すもので、その実施細則については、さらに関係機関において別途マニュア

ルを作成する等具体的に定めるものとする。

２．計画の基本方針

この計画は、防災関係機関が必要な体制を確立し、その実施責任を明確にするとともに、

総合的、計画的な震災対策の整備及び推進を図るものである。

この計画の樹立及び推進に当たっては、次の事項を基本とするものとする。

( ) 自主防災体制の確立1

( ) 防災関係機関相互の協力体制の強化2

( ) 震災対策事業の推進3

( ) 関係法令の遵守4
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第３節 関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱

１．防災関係機関の責務

( ) 県1

県は、県の地域並びに住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するため、他の防災関係機

関及び他の地方公共団体の協力を得て、広域的、総合的な防災活動を実施するとともに市町村及び

指定地方公共機関の防災活動の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。

( ) 市町村2

市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに住民の生命、身体及び財産を

地震災害から保護するため、他の防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実

施する責務を有する。

また、上記の責務を十分に果たすため必要があるときは、他の地方公共団体と相互に協力するよ

う努めるともに、消防機関等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関す

る組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自主防災組織の充実を図り、市町村の有するすべての機

能を十分に発揮するよう努めるものとする。

( ) 指定地方行政機関3

指定地方行政機関は、住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するため、他の指定地方行

政機関と相互に協力して防災活動を行うとともに、県及び市町村の防災活動が円滑に行われるよう

必要な勧告、指導、助言その他適切な措置をとる。

( ) 指定公共機関及び指定地方公共機関4

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性または公益性に鑑み、自ら防災活動を

実施するとともに、県及び市町村の防災活動に協力する責務を有する。

( ) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者5

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、県

及び市町村その他防災関係機関の防災活動に協力するものとする。
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２．処理すべき事務または業務
県、市町村及び指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに県内の公共機関その他

防災上重要な施設の管理者は、概ね次の事務又は業務を処理するものとする。

機 関 名 事 務 ま た は 業 務

１ 熊本県防災会議に関する事務
２ 防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策
３ 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査

熊 本 県 ４ 水防その他の応急処置
５ 被災者に対する救助及び救護措置
６ 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通等の対策
７ その他県の所掌事務についての防災対策
８ 市町村の災害事務または業務の実施についての援助及び調整

１ 地方公共団体に対する災害融資
九 州 財 務 局 ２ 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示

３ 公共土木施設及び農林水産業施設等の災害復旧事業費の査定立会
指 ４ 九州財務局が所掌する国有財産の無償貸付等

１ 農業に関する防災、災害応急対策及び災害復旧に関する指導調整並
びに助成

定 九 州 農 政 局 ２ 農地、農業用施設に関する防災及び災害復旧対策
３ 農地の保全に係る海岸保全施設等の災害復旧対策
４ 応急用食料（米穀及び乾パンを含む）の調達・供給対策
５ 主要食糧の需給対策

地
１ 災害状況の情報収集、通報

九 州 厚 生 局 ２ 関係職員の現地派遣
３ 関係機関との連携調整

方
九 州 森 林 管 理 局 １ 国有林野等の森林治水事業等及び防災管理

２ 災害応急用材の需給対策

政 九 州 経 済 産 業 局 １ 災害時における物資の供給及び価格の安定対策
２ 被災商工業者に対する金融、税制及び労務に関すること

九州産業保安監督部 １ 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること
機 ２ 火薬類、高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス及び電気施設等の保安

の確保対策

九 州 総 合 通 信 局 非常の場合の有線電気通信及び無線通信の監理
関

１ 地震・津波に関する観測施設を整備すること
福 岡 管 区 気 象 台 ２ 地震・津波等に関する防災知識の普及に努めること
熊 本 地 方 気 象 台 ３ 津波警報・注意報及び地震・津波情報を発表・伝達すること

４ 二次災害防止のため、気象、地象・水象に関する警報・注意報及び
情報を発表・伝達すること

５ 災害発生時における気象・地象・水象等に関する観測資料を提供す
ること

６ 緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努めること
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機 関 名 事 務 ま た は 業 務

熊 本 労 働 局 工場及び事業所等における労働災害防止対策

指 １ 広域緊急援助隊の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること
２ 広域的な交通規制の指導調整に関すること
３ 災害時における他管区警察局との連携に関すること

定 九 州 管 区 警 察 局 ４ 管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること
５ 災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること
６ 災害時における警察通信の運用に関すること

地 ７ 津波予報の伝達に関すること

九 州 運 輸 局 １ 災害時における陸上輸送の調整及び指導
方 熊 本 運 輸 支 局 ２ 災害時における自動車運送事業者に対する運送命令

３ 災害時における関係機関と輸送荷受機関との連絡調整

行 熊 本 海 上 保 安 部 災害時の海上における人命・財産の救助その他救済を必要とする場合の
援助並びに海上の治安及び警備

政 大 阪 航 空 局 １ 飛行場及びその周辺における航空機事故に関する消火及び救助
熊 本 空 港 事 務 所 ２ 遭難航空機の捜索及び救助

機 １ 直轄公共土木施設の設備と防災管理に関すること
２ 直轄河川の水防に関すること
３ 港湾海岸災害対策に関すること

関 九 州 地 方 整 備 局 ４ 高潮、津波災害等の予防に関する港湾海岸計画
５ 緊急を要すると認められる場合、大規模災害時の応援に関する申し合
わせに基づく適切な緊急対応の実施

６その他防災に関し、九州地方整備局の所掌すべきこと

天災地変、その他の災害に際して航空機あるいは地上からの情報の収集
自 衛 隊 ・伝達及び人命又は財産の保護（人員の救助、消防、水防、救援物資の輸

送、通路の応急啓開、応急の医療、防疫、給水、炊飯、入浴支援等）

１ 市町村防災会議に関する事務
２ 防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策
３ 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査

市 町 村 ４ 消防、水防その他の応急措置
５ 被災者に対する救助及び救護措置
６ 災害時における保健衛生、文教及び交通等の対策
７ その他市町村の所掌事務についての防災対策
８ 市町村内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導

指 １ 災害時における郵便業務運営の確保
定 郵便事業株式会社 ２ 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援
公 （ 九 州 支 社 ） 護対策
共 ( ) 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付1
機 ( ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除2
関 ( ) 被災地あて救助用郵便物等の料金免除3
・ ( ) 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除4
指

公定 郵便局株式会社 災害時における郵便局窓口業務の確保
共地 （ 九 州 支 社 ）
機方
関
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機 関 名 事 務 ま た は 業 務

鉄道関係機関（九州 １ 鉄道施設の防災対策
旅客鉄道株式会社、 ２ 災害時における救助物資及び人員の緊急輸送
熊本電気鉄道株式会
社・南阿蘇鉄道株式

指 会社、くま川鉄道株
式会社及び肥薩おれ

定 んじ鉄道株式会社）

公 西日本電信電話株式 １ 電気通信施設の防災対策
会社（熊本支店） ２ 災害時における非常・緊急通話の調整及び気象予警報の伝達

共
災害時における金融対策。すなわち預貯金、り災関係手形および災害関

機 日 本 銀 行 係融資等に関する臨時の措置につき、現地金融機関の指導を行うほか、金
（ 熊 本 支 店 ） 融機関の所要現金の確保、損傷銀行券の引き替えその他必要と認められる

関 適宜の措置を講ずる。

及 日 本 赤 十 字 社 １ 災害時における医療、助産及び死体処理の実施
（ 熊 本 県 支 部 ） ２ 災害援助等の奉仕者の連絡調整

び ３ 義えん金品の募集配分

指 日本放送協会及び放
送報道関係（ＮＨＫ

定 熊本放送局、株式会
社熊本放送、株式会 気象予警報、災害情報等の災害広報対策

地 社熊本日日新聞社、
、株式会社テレビ熊本

方 株式会社熊本県民テ
レビ、熊本朝日放送

公 株式会社）

共 自動車運送機関（社
団法人熊本県トラッ 災害時における自動車による人員及び救助物資等の輸送確保

機 ク協会、社団法人熊
本県バス協会、社団

関 法人熊本県タクシー
協会）

海上輸送機関（三和
商船株式会社、熊本 災害時における船舶による人員及び救助物資等の輸送確保
フェリー株式会社、
熊本県海運組合)
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機 関 名 事 務 ま た は 業 務

指 電力供給機関（九州 １ 電力施設の保全、保安対策
定 電力株式会社熊本支 ２ 災害時における電力供給確保
公 店）
共
機 ガ ス 供 給 機 関 １ ガス施設の保全、保安対策
関 西部ガス株式会社 ２ 災害時におけるガス供給の確保（ 、
・ 天草ガス株式会社、
指 九州ガス株式会社、
定 山鹿都市ガス株式会
地 社、社団法人熊本県
方 エルピーガス協会）
公
共 西日本高速道路株式 有料道路及び施設の防災対策
機 会社九州支社
関
社団法人熊本県医師 災害時における医療、助産等の救護
会

社団法人熊本県看護 災害時における医療、助産等の救護
協会

熊本県土地改良事業 １ 溜池及び水こう門等の整備と防災管理
団体連合会 ２ 農地及び農業用施設の被害調査および復旧

そ 病 院 等 経 営 者 １ 避難施設の整備と避難訓練並びに被災時における収容者保護
の ２ 災害時における負傷者等の医療、助産救助
他
公 社会福祉施設経営者 １ 避難施設の整備と避難等の訓練
共 ２ 被災時における収容者保護
的
団 農業協同組合、森林 １ 農林水産関係の被害調査または協力
体 組合、漁業協同組合 ２ 農作物、林水産物等の災害応急対策についての指導
お 等 ３ 被災農林水産家に対する融資、またはそのあっせん並びに飼料、肥料
よ 等の確保、またはあっせん
び
防 １ 商工業関係の被害調査、融資希望者のとりまとめ、及びあっせん等
災 商工会、商工会議所 についての協力
上 ２ 災害時における物価安定についての協力、徹底
重 ３ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん
要
な 金 融 機 関 被災事業者に対する資金融資及びその他の緊急措置
施
設 学 校 法 人 １ 避難施設の整備及び避難訓練
の ２ 被災時における教育対策
管
理 １ 安全管理の徹底危険物施設及び高圧ガ

者 ２ 防災施設の整備ス、火薬類等の管理者
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第４節 熊本県の特質と過去の主な地震災害

１．地 勢

熊本県は、地理的には九州の中央に位置し、北、東および南の三方は山岳に囲まれており、特に宮崎県

との県境には九州の背梁をなす九州山脈が走り、最高峰の国見岳( ) 市房山( )を主峰に十数1,739m 1,722m

座の山岳が連なっている。

中央部は、菊池川、白川、緑川流域に熊本平野が開け、球磨川、氷川その他の中小河川の流域にひらけ

る八代平野とともに平坦地を形成している。複式火山として世界的に有名な阿蘇山は、県の東北部に位置

し、陥没によってできた南北約 、東西約 の巨大なカルデラの内部に、いわゆる阿蘇五岳があ25km 17km

る。その噴出物は広域に広がり、北は福岡県の安徳台付近に、南東は宮崎県日向灘の海岸にいたり、南は

人吉付近に、南西は天草の下島にまで及び、噴出物の分布面積は ｋ㎡で九州の面積の５分の１に達6,817

するといわれる。県の北部には、八方ケ岳( )があり、また福岡、大分および本県との三県境には1,052m

国見山( )がそびえ、県南部は、一帯に急峻かつ、広大な山地からなり、九州山脈に連なる山岳が1,018m

相重なっている。熊本平野の西方には宇土半島が突き出て、有明海と不知火海とに分け、宇土半島の南西

には、大小１２０余の島からなる天草諸島が散在している。

２．社会的条件とその変化

地震災害は、地形、地質、地盤等の自然的条件に起因するものと、人口の集中度や建築物の状況等の

社会的条件に起因するものとが同時複合的に発生することが特徴である。

被害を拡大する社会的災害要因として、主に次のような点が考えられる。

( ) 人口の集中度1

本県の人口は、平成 年 月現在 人でこのうち 人(約 ％)が熊本市に集中し17 10 1,842,140 669,541 36

ており、熊本市を含む１４市では 人(約 ％）が集中している。1,421,916 77

また、都市部の人口は年々増加し国際化が進み、逆に山間部の人口は減少しており、過疎化・高齢

化が進んでおり、高齢者や外国人等の災害弱者が増加している。

さらに、消防団については、都市部及びその近郊町村ではサラリーマン団員の増加、過疎部では団

員の確保・高齢化の問題のある市町村も見られる。

( ) 土地利用の変化2

市街地中心部でのビルの高層化が進み、また大規模開発等による住宅団地の形成や大型小売店や娯

楽施設等の不特定多数の人が集まる施設の建築が増加している。逆に、以前からの住宅密集地は再開

発があまり進んでいない。

これらは、地震災害時における被災人口の増大、火災の多発、延焼地域の拡大の危険性を高めてい

る。

( ) 生活様式の変化3

近年の生活様式の変化によって、電気、ガス、水道、下水道、電話等のライフライン施設は県民生

活に欠かせないものとなっており、今後、益々その依存度・重要性が高くなると考えられる。

これらの施設の被害は、その復旧に時間を要し県民生活に大きな支障をもたらし、都市機能をマヒ

させるばかりでなく、２次災害の危険性もある。
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( ) 工業化の進展4

高度経済成長により急速に工業化が進展したが、工業化とともに多量の危険物を貯蔵する施設が増

加し、地域における被害拡大の危険性を高めている。

( ) 交通機関の発達5

自動車は急速に増加してきているが、自動車はそれ自体ガソリン等の危険物を内蔵しており、出火

・延焼の原因となるとともに、大量の自動車によって引き起こされる交通混乱が消火・救助活動等の

災害応急活動の妨げとなり被害を拡大させることが予想される。

また、道路・鉄道・港湾施設等の被害による交通機能のマヒは、物流に重大な影響を及ぼし、県民

生活に大きな支障をもたらすことも予想される。

( ) コミュニティ意識の低下6

近年の都市化及び核家族化の進展で、特に都市部において地域のコミュニティ活動が停滞ぎみで、

県民の防災意識の高まりも鈍く、地震災害発生直後の被害拡大を防ぐ有効な手段であるコミュニティ

レベルでの防災活動もあまり活発でなく、自主防災組織率も全国に比べて非常に低い状態にある。

このような社会的災害要因によって、地震による被害が拡大されるだけでなく、被害も多様化し同

時複合的に発生するものと考えられるが、現状ではこれらの災害要因への対応・対策は決して十分な

ものではない。

したがって、このような社会的災害要因の変化に最大限の努力を払うと同時に、基礎的・科学的な

調査や公共施設等の整備、企業も含めた防災意識の普及啓発を不断に続けていくことが必要である。
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３．熊本県の過去の主な地震とその被害

県下に大きな被害をもたらした地震としては、明治 年( 年) 月熊本付近を震源とした地震(死者22 1889 7

人、負傷者 人、家屋の全壊 戸)等が記録されている。20 52 228

県内に被害をもたらした主な地震（県内の最大震度４以上）は、次のとおりである。

1619 5.3.17 32.5 130.6 6.0年５月１日 (元和 )肥後八代 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｍ：

麦島城をはじめ公私の家屋が破壊した。

1625 21 2.6.17 32.8 130.6 5~6年７月 日(寛永 )熊本 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｍ：

地震のため熊本城の火薬庫爆発、天守付近の石壁の一部が崩れた。城中の石垣にも

被害、死者約 。50

1723 12 19 8.11.22 32.9 130.6 6.5年 月 日(享保 )肥後・豊後・筑後 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｍ：

肥後で倒家 、死者２。飽田・山本・山鹿・玉名・菊池・合志各郡で強く、柳980

川辺でも強く感じた。

1769 29 6.7.28 33.0 132.1 7 3/4年８月 日(明和 )日向・豊後・肥後 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｍ：

延岡城・大分城で被害多く、寺社・町屋の破損が多かった。熊本領内でも被害が多

く、宇和島で強く感じた。津波があった。

1792 21 4.4.1 32.8 130.3 6.4年５月 日(寛政 )雲仙岳 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｍ：

10 8 11 10 4 1 2前年 月 日から始まった地震が 月 日頃から強くなり、 月 日に大地震

回、前山(眉山：天狗山)の東部がくずれ、崩土約 が島原海に入り津波を生0.34km3

じた。対岸の肥後でも被害が多く、津波による死者は全体で約 、潰家 。15,000 12,000

「島原大変肥後迷惑」と呼ばれた。

年５月 日(文政 )長崎 Ｎ ゜ Ｅ ゜(Ｍ： )1828 26 11.4.13 32.6 129.9 6

出島の周壁が数カ所潰裂。天草で激しかったという。天草の海中で噴火に似た現象

があったという。

1889 28 23 45 22 32.8 130.7 6.3年７月 日 時 分(明治 )熊本付近 Ｎ ゜ Ｅ ゜Ｈ：極浅 Ｍ：

飽田郡を中心に熊本県下で被害大。死者 ・負傷 、家屋全壊 ・半潰 、地20 52 228 138

880 45 22 37 133 60裂 、堤防崩壊 、橋梁壊落 ・破損 、道路損壊 。柳河地方でも潰家

余。

肥後・筑後地方で強震

1894 23 19 27 32.8 131.0 6.3年８月８日 時 分(明治 )熊本県北部 Ｎ ゜ Ｅ ゜Ｈ：極浅 Ｍ：

阿蘇郡永水村で家屋土蔵破損 、石垣の崩壊が多かった。長陽村で家屋破損１、15

石垣崩壊 。9

1895 27 22 42 28 32.8 131.0 6.3年８月 日 時 分(明治 )熊本県北東部 Ｎ ゜ Ｅ ゜Ｈ：極浅 Ｍ：

阿蘇郡山西村で土蔵破損 、堤防亀裂８、石垣崩壊 、石碑・石灯籠の転倒多し。400 22

永水村で家屋破損５。その他の諸村で小被害。肥後・筑後地方で強震。

年３月 日 時 分(明治 )熊本付近 Ｎ ゜ Ｅ ゜1906 17 21 20 39 32.8 130.8

熊本市内で陶器店・ガラス店にて多少の被害。最大震度Ⅳ：熊本
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1907 10 22 03 40 32.9 130.7 5.4年３月 日 時 分(明治 )熊本付近 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ：極浅 Ｍ：

煉瓦煙突破壊１、家・倉庫壁の亀裂３などの軽被害。最大震度Ⅳ：熊本

1909 11 10 15 13 42 32.3 131.1 150km年 月 日 時 分(明治 )宮崎・熊本県境 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ：約

Ｍ： 震域広く日向・土佐で潰家・死者あり。宮崎市で被害大。県内で負傷３。7.6

最大震度Ⅴ：宮崎・大分・鹿児島・佐賀・岡山・徳島・広島など。震度Ⅳ熊本。

1931 12 21 14 47 32.5 130.5 10km 5.5年 月 日 時 分(昭和６)八代海 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

大矢野島群発地震。 日と 日にＭ： 、 の地震(下記)。 日、 日の地震22 26 5.6 5.9 21 22

により八代町沿岸に多少の被害。 日の地震により八代郡田浦付近で壁の剥落 ～26 50

、堤防亀裂、石垣崩壊等の被害。大矢野島の護岸・堤防決壊す。最大震度Ⅴ：牛深。60

1931 12 22 22 08 32.6 130.6 0km 5.6年 月 日 時 分(昭和６)八代海 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅴ：牛深

1931 12 26 10 43 32.6 130.6 10km 5.9年 月 日 時 分(昭和６)八代海 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅴ：牛深

1937 27 16 04 12 32.7 130.8 30km 5.1年１月 日 時 分(昭和 )熊本県中部 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

上益城郡秋津村で長さ 間( )幅 尺( )の石橋崩れ落つ。最大震度Ⅴ：牛深10 18m 3 0.9m

1941 11 19 01 46 16 32.0 132.1 0km 7.2年 月 日 時 分(昭和 )日向灘 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

18 27 32日向灘地震。大分・宮崎・熊本の三県で死者２・負傷 、家屋全壊 ・半壊

その他、石垣崩壊、煙突破損、道路破壊等あり。宇和島・宿毛でも軽微な被害。

九州の東岸・四国の西岸に津波襲来し、細島・青島・宿毛で波高約１ｍ。船舶の転

覆流失あり。

干潮時のため津波による陸上の被害なし。余震多く、 までに有感 回・無感 回30 23 71

最大震度Ⅴ：宮崎・人吉・宿毛・延岡

1968 21 08 51 43 32.0 130.7 0km 5.7年２月 日 時 分(昭和 )宮崎県南西部 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

えびの地震。 月 日頃から前震あり、この地震に引き続き 日 時 分(Ｍ2 10 21 10 45

： )、 日 時 分(Ｍ： )にも地震があり、これらの地震で被害が発生し6.1 22 19 19 5.6

た。多数の余震あり。

死者３・負傷 、家屋全壊 ・半壊 、非住家被害 、道路被害 、橋梁42 368 3,176 1,494 73

損壊９、堤防亀裂４、山(崖)崩れ 、鉄道被害６、通信施設被害 。最大震度：Ｖ44 100

：人吉

1968 21 10 45 43 32.0 130.7 0km 6.1年２月 日 時 分(昭和 )宮崎県南西部 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

えびの地震の最大規模の地震。被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅴ：人吉。

1968 22 19 19 43 32.0 130.8 0km 5.6年２月 日 時 分(昭和 )宮崎県南西部 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

被害は上記の地震と重複。最大震度Ⅳ：人吉。

1968 25 01 21 43 32.0 130.7 10km 5.4年３月 日 時 分(昭和 )宮崎県南西部 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

えびの地震の余震。死者３、住家全壊 ・半壊 、非住家被害 、道路損壊６、18 147 309

橋梁破損５、山(崖)崩れ 、通信施設被害 。最大震度Ⅳ：人吉。11 97

1975 23 23 19 50 33.0 131.1 0km 6.1年１月 日 時 分(昭和 )熊本県北東 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

阿蘇郡一の宮町手野地区に被害集中。負傷 、道路損壊 、山(崖)崩れ 。最大10 12 15

震度Ⅴ：阿蘇山
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1984 04 06 59 32.4 132.2 33km 7.1年８月７日 時 分(昭和 )日向灘 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

宮崎・大分・熊本の各県で被害。負傷９、建物一部破損 など。弱い津波があり、319

延岡で を記録。最大震度Ⅳ：宮崎・延岡・油津・大分・熊本・宇和島。18cm

1987 18 12 36 62 32.0 132.1 48km 6.6年３月 日 時 分(昭和 )日向灘 Ｎ ゜ Ｅ ゜ Ｈ： Ｍ：

宮崎県で被害大。死者１・負傷若干のほか、建物・道路などに被害があった。大分

・熊本県でも被害あり。最大震度Ⅳ：熊本、阿蘇山、人吉。

〔熊本県の気象百年(熊本地方気象台)による〕

1997 26 17 31 31 58.7' 130 .21.6' 8km 6.3年３月 日 時 分(平成９)薩摩地方 Ｎ ﾟ Ｅ ﾟ Ｈ： Ｍ：

水俣市を中心にシラス崩れ、壁の亀裂、窓ガラス割れ、落石等の被害発生。

最大震度：４(熊本市京町、八代市、松橋町、人吉市、牛深市、芦北町、大矢野町)

1997 13 14 38 31 56.9' 130 .18.1' 8km 6.2年５月 日 時 分(平成９)薩摩地方 Ｎ ﾟ Ｅ ﾟ Ｈ： Ｍ：

水俣市を中心にシラス崩れ、がけ崩れ、屋根瓦の落下、家屋のひび割れ等の被害発

生。 最大震度：４(八代市、松橋町、人吉市、芦北町、大矢野町)

1999 12 53 32 56.6' 131 .00.8' 10km 4.5年３月９日 時 分(平成１１)阿蘇地方 Ｎ ﾟ Ｅ ﾟ Ｈ： Ｍ：

西原村、長陽村等においてブロック塀の倒壊、屋根瓦の落下、落石等の被害発生。

最大震度：４（旭志村）

2000 32 32 45.3' 130 .45.3' 10km 4.8年６月８日９時 分(平成１２)熊本地方 Ｎ ﾟ Ｅ ﾟ Ｈ： Ｍ：

益城町、嘉島町、御船町で屋根瓦多数落下、砥用町で落石被害発生。

最大震度：５弱(※富合町、※嘉島町)

2001 10 19 33 32 48.2' 131 07.7' 6km 3.9年１月 日 時 分(平成１３)阿蘇地方 Ｎ ﾟ Ｅ ﾟ Ｈ： Ｍ：

高森町で落石、水道管破裂、屋根瓦の落下、窓ガラス破損等の被害発生。

最大震度：３（※産山村、※波野村、※蘇陽町、白水村、※久木野村、※長陽村、※清

和村 ［高森町の文部科学省設置の地震計で震度５強を表示］）

2005 16 32 29.7' 130 32.8' 11km 4.8年６月３日４時 分(平成１７)天草芦北地方 Ｎ ﾟ Ｅ ﾟ Ｈ： Ｍ：

負傷者２名（重傷者１名）

最大震度：５弱（上天草市大矢野町）

(注) ※は県の震度計
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４．本県の気象官署における震度別地震回数（震度１以上）

本県における震度別地震発生数は次のとおりである。

震度 震度

年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計 年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計

年 年1904 1921

37 13 0 1 0 0 14 10 7 0 0 0 0 7明治 熊 本 大正 熊 本

年 年1905 1922

38 40 2 0 1 0 43 11 20 1 2 1 0 24明治 熊 本 大正 熊 本

年 年1906 1923

39 58 0 1 2 0 61 12 12 3 0 0 0 15明治 熊 本 大正 熊 本

年 年1907 1924

40 107 0 3 1 0 111 13 16 2 0 0 0 18明治 熊 本 大正 熊 本

年 年1908 1925

41 13 1 0 0 0 14 14 18 1 0 0 0 19明治 熊 本 大正 熊 本

年 年1909 1926

42 13 1 0 1 0 15 15 12 4 1 0 0 17明治 熊 本 大正 熊 本

年 年1910 1927

43 5 0 0 0 0 5 10 1 2 0 0 13明治 熊 本 昭和２ 熊 本

年 年1911 1928

44 5 1 1 0 0 7 19 6 1 0 0 26明治 熊 本 昭和３ 熊 本

年 年1912 1929

45 12 0 0 0 0 12 28 12 2 0 0 42明治 熊 本 昭和４ 熊 本

年 年1913 1930

5 0 1 1 0 7 20 6 1 0 0 27大正２ 熊 本 昭和５ 熊 本

年 年1914 1931

7 1 0 0 0 8 26 5 5 0 0 36大正３ 熊 本 昭和６ 熊 本

年 年1915 1932

10 0 0 0 0 10 7 3 0 0 0 10大正４ 熊 本 昭和７ 熊 本

1916 1933 26 12 2 0 0 40年 年 熊 本

12 4 0 0 0 16 98 32 24 7 0 161大正５ 熊 本 昭和８ 阿蘇山

1917 1934 7 5 1 0 0 13年 年 熊 本

2 0 0 0 0 2 5 4 4 0 0 13大正６ 熊 本 昭和９ 阿蘇山

1918 1935 9 3 1 0 0 13年 年 熊 本

8 0 0 0 0 8 10 8 3 0 0 0 11大正７ 熊 本 昭和 阿蘇山

1919 1936 6 1 1 0 0 8年 年 熊 本

12 0 0 0 0 12 11 2 1 0 0 0 3大正８ 熊 本 昭和 阿蘇山

1920 1937 21 13 3 3 0 40年 年 熊 本

7 0 0 0 0 7 12 8 7 1 0 0 16大正９ 熊 本 昭和 阿蘇山
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震度 震度

年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計 年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計

1938 5 4 0 0 0 9 1951 10 1 3 0 0 14年 熊 本 年 熊 本

13 0 0 0 0 0 0 26 3 1 0 0 0 4昭和 阿蘇山 昭和 阿蘇山

1939 8 2 0 1 0 11 0 1 1 0 0 2年 熊 本 人 吉

14 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2昭和 阿蘇山 牛 深

1940 7 0 0 0 0 7 1952 4 1 0 0 0 5年 熊 本 年 熊 本

15 2 0 0 0 0 2 27 0 1 0 0 0 1昭和 阿蘇山 昭和 阿蘇山

1941 13 4 1 1 0 19 3 0 0 0 0 3年 熊 本 人 吉

16 2 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0昭和 阿蘇山 牛 深

1942 9 8 1 0 0 18 1953 6 2 0 0 0 8年 熊 本 年 熊 本

17 1 6 1 0 0 8 28 7 6 0 0 0 13昭和 阿蘇山 昭和 阿蘇山

1943 25 9 2 0 0 36 4 1 0 0 0 5年 熊 本 人 吉

18 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1昭和 阿蘇山 牛 深

4 6 0 0 0 10 1954 4 0 0 0 0 4人 吉 年 熊 本

1944 13 4 1 0 0 18 29 3 4 0 0 0 7年 熊 本 昭和 阿蘇山

19 5 12 0 0 0 17 2 0 0 0 0 2昭和 阿蘇山 人 吉

2 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0人 吉 牛 深

1945 7 3 0 0 0 10 1955 3 1 1 0 0 5年 熊 本 年 熊 本

20 2 2 0 0 0 4 30 5 1 0 0 0 6昭和 阿蘇山 昭和 阿蘇山

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0人 吉 人 吉

1946 13 12 5 1 0 31 0 0 0 0 0 0年 熊 本 牛 深

21 8 2 2 1 0 13 1956 3 0 1 0 0 4昭和 阿蘇山 年 熊 本

6 4 0 1 0 11 31 3 3 0 0 0 6人 吉 昭和 阿蘇山

1947 14 9 4 0 0 27 4 1 0 0 0 5年 熊 本 人 吉

22 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0昭和 阿蘇山 牛 深

7 4 0 0 0 11 1957 0 3 0 0 0 3人 吉 年 熊 本

1948 4 10 2 1 0 17 32 1 1 0 0 0 2年 熊 本 昭和 阿蘇山

23 2 3 0 0 0 5 1 2 0 0 0 3昭和 阿蘇山 人 吉

5 3 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0人 吉 牛 深

1949 7 10 2 0 0 19 1958 11 4 1 0 0 16年 熊 本 年 熊 本

24 8 2 1 0 0 11 33 1 3 1 0 0 5昭和 阿蘇山 昭和 阿蘇山

5 3 0 0 0 8 4 3 0 0 0 7人 吉 人 吉

1950 3 6 1 0 0 10 1 1 0 0 0 2年 熊 本 牛 深

25 3 2 0 0 0 5 1959 3 1 1 0 0 5昭和 阿蘇山 年 熊 本

1 3 2 0 0 6 34 0 1 1 0 0 2人 吉 昭和 阿蘇山

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3牛 深 人 吉

1 1 0 0 0 2牛 深
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震度 震度

年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計 年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計

6 3 1 0 0 10 7 1 2 0 0 10熊 本 熊 本

1960 4 1 0 0 0 5 1969 2 2 0 0 0 4年 阿蘇山 年 阿蘇山

35 4 2 2 0 0 8 44 0 2 4 0 0 6昭和 人 吉 昭和 人 吉

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0牛 深 牛 深

13 3 3 0 0 19 8 3 1 1 0 13熊 本 熊 本

1961 5 3 0 1 0 9 1970 2 3 1 1 0 7年 阿蘇山 年 阿蘇山

36 8 2 4 1 0 15 45 2 3 2 1 0 8昭和 人 吉 昭和 人 吉

2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0牛 深 牛 深

7 7 3 0 0 17 10 4 0 0 0 14熊 本 熊 本

1962 7 3 1 0 0 11 1971 6 2 0 0 0 8年 阿蘇山 年 阿蘇山

37 13 2 0 0 0 15 46 2 3 3 0 0 8昭和 人 吉 昭和 人 吉

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1牛 深 牛 深

6 7 3 0 0 16 2 4 1 0 0 7熊 本 熊 本

1963 5 4 1 0 0 10 1972 1 3 0 0 0 4年 阿蘇山 年 阿蘇山

38 3 4 1 0 0 8 47 3 2 1 0 0 6昭和 人 吉 昭和 人 吉

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0牛 深 牛 深

5 5 1 0 0 11 2 0 0 0 0 2熊 本 熊 本

1964 4 2 0 0 0 6 1973 4 0 0 0 0 4年 阿蘇山 年 阿蘇山

39 2 1 0 0 0 3 48 1 0 0 0 0 1昭和 人 吉 昭和 人 吉

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1牛 深 牛 深

5 2 3 0 0 10 7 4 1 0 0 12熊 本 熊 本

1965 1 4 0 0 0 5 1974 2 1 0 0 0 3年 阿蘇山 年 阿蘇山

40 2 0 2 0 0 4 49 1 2 0 0 0 3昭和 人 吉 昭和 人 吉

4 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1牛 深 牛 深

3 3 2 0 0 8 13 5 4 1 0 23熊 本 熊 本

1966 1 2 0 0 0 3 1975 57 23 4 5 1 90年 阿蘇山 年 阿蘇山

41 1 0 1 0 0 2 50 5 4 0 0 0 9昭和 人 吉 昭和 人 吉

1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 5牛 深 牛 深

6 6 0 0 0 12 2 3 3 1 0 9熊 本 熊 本

1967 2 2 0 0 0 4 1976 6 2 0 0 0 8年 阿蘇山 年 阿蘇山

42 1 1 1 0 0 3 51 10 2 1 0 0 13昭和 人 吉 昭和 人 吉

1 2 0 0 0 3 5 5 0 0 0 10牛 深 牛 深

5 5 3 2 0 15 36 12 5 1 0 54熊 本 熊 本

1968 2 6 0 2 0 10 1977 3 0 1 0 0 4年 阿蘇山 年 阿蘇山

43 82 50 12 4 2 150 52 3 2 1 0 0 6昭和 人 吉 昭和 人 吉

1 2 3 0 0 6 2 2 1 0 0 5牛 深 牛 深
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震度 震度

年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計 年 官署 １ ２ ３ ４ ５ 合計

14 3 1 0 0 18 5 2 0 1 0 8熊 本 熊 本

1978 4 2 0 0 0 6 1987 6 1 0 1 0 8年 阿蘇山 年 阿蘇山

53 3 3 2 0 0 8 62 2 3 1 1 0 7昭和 人 吉 昭和 人 吉

1 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 5牛 深 牛 深

4 3 2 0 0 9 3 1 1 0 0 5熊 本 熊 本

1979 2 3 0 0 0 5 1988 1 1 0 0 0 2年 阿蘇山 年 阿蘇山

54 3 2 1 0 0 6 63 0 1 1 0 0 2昭和 人 吉 昭和 人 吉

1 1 1 0 0 3 4 0 1 0 0 5牛 深 牛 深

0 1 3 0 0 4 3 0 0 0 0 3熊 本 熊 本

1980 0 0 1 0 0 1 1989 2 0 1 0 0 3年 阿蘇山 年 阿蘇山

55 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1昭和 人 吉 平成元 人 吉

4 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 5牛 深 年 牛 深

5 0 0 1 0 6 7 4 1 0 0 12熊 本 熊 本

1981 1 0 0 0 0 1 1990 0 1 0 0 0 1年 阿蘇山 年 阿蘇山

56 2 2 0 0 0 4 0 2 1 0 0 3昭和 人 吉 平成２ 人 吉

3 1 0 1 0 5 3 8 0 0 0 11牛 深 牛 深

7 1 0 0 0 8 4 2 0 0 0 6熊 本 熊 本

1982 1 0 0 0 0 1 1991 3 1 0 0 0 4年 阿蘇山 年 阿蘇山

57 2 1 1 0 0 4 2 1 0 0 0 3昭和 人 吉 平成３ 人 吉

0 1 0 0 0 1 5 2 1 0 0 8牛 深 牛 深

7 2 2 0 0 11 7 3 0 0 0 10熊 本 熊 本

1983 8 0 1 0 0 9 1992 1 0 0 0 0 1年 阿蘇山 年 阿蘇山

58 1 3 2 0 0 6 2 1 0 0 0 3昭和 人 吉 平成４ 人 吉

4 0 1 0 0 5 4 2 1 0 0 7牛 深 牛 深

4 2 0 1 0 7 1 0 0 0 0 1熊 本 熊 本

1984 0 1 1 0 0 2 1993 3 0 0 0 0 3年 阿蘇山 年 阿蘇山

59 9 3 1 0 0 13 6 1 0 0 0 7昭和 人 吉 平成５ 人 吉

8 6 3 0 0 17 2 0 0 0 0 2牛 深 牛 深

1 1 1 0 0 3 6 1 1 0 0 8熊 本 熊 本

1985 2 2 0 0 0 4 1994 4 1 0 0 0 5年 阿蘇山 年 阿蘇山

60 0 1 2 0 0 3 9 3 5 1 0 18昭和 人 吉 平成６ 人 吉

2 2 1 0 0 5 4 1 1 1 0 7牛 深 牛 深

2 0 1 0 0 3 9 3 1 0 0 13熊 本 熊 本

1986 2 2 0 1 0 5 1995 4 1 0 0 0 5年 阿蘇山 年 阿蘇山

61 0 1 0 0 0 1 12 2 0 0 0 14昭和 人 吉 平成７ 人 吉

2 1 0 0 0 3 6 2 0 0 0 8牛 深 牛 深
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震度 ５ ５ 震度 ５ ５

年 官署 １ ２ ３ ４ 弱 強 合計 年 官署 １ ２ ３ ４ 弱 強 合計

10 6 1 1 0 0 18 15 3 2 1 0 0 21熊 本 熊 本

1996 6 0 2 0 0 0 8 2005 5 3 1 0 0 0 9年 阿蘇山 年 阿蘇山

15 5 1 2 0 0 23 17 14 3 2 1 0 0 20平成８ 人 吉 平成 人 吉

2 1 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 8牛 深 牛 深

16 4 5 1 0 0 26 5 8 0 0 0 0 13熊 本 熊 本

1997 11 2 1 0 0 0 14 2006 4 3 0 0 0 0 7年 阿蘇山 年 阿蘇山

32 11 3 3 0 0 49 18 9 2 2 0 0 0 13平成９ 人 吉 平成 人 吉

26 11 2 1 0 0 40 6 4 0 1 0 0 11牛 深 牛 深

7 4 0 0 0 0 11 7 1 1 0 0 0 9熊 本 熊 本

1998 11 1 0 0 0 0 12 2007 3 1 1 0 0 0 5年 阿蘇山 年 阿蘇山

10 12 7 0 0 0 0 19 19 10 4 0 0 0 0 14平成 人 吉 平成 人 吉

7 5 0 0 0 0 12 1 1 0 0 0 0 2牛 深 牛 深

11 5 2 0 0 0 18 6 1 0 0 0 0 7熊 本 熊 本

1999 12 2 1 0 0 0 15 2008 4 0 0 0 0 0 4年 阿蘇山 年 阿蘇山

11 13 3 1 0 0 0 17 20 8 3 0 0 0 0 11平成 人 吉 平成 人 吉

6 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0牛 深 牛 深

14 12 1 1 0 0 28熊 本

2000 13 1 1 0 0 0 15年 阿蘇山

12 29 3 2 0 0 0 34平成 人 吉

5 2 0 0 0 0 7牛 深

8 2 1 0 0 0 11熊 本

2001 6 1 2 0 0 0 9年 阿蘇山

13 6 1 2 0 0 0 9平成 人 吉

0 0 0 0 0 0 0牛 深

7 3 1 0 0 0 11熊 本

2002 6 1 0 0 0 0 7年 阿蘇山

14 5 1 1 0 0 0 7平成 人 吉

3 1 0 0 0 0 4牛 深

16 5 0 0 0 0 21熊 本

2003 5 0 0 0 0 0 5年 阿蘇山

15 10 1 1 0 0 0 12平成 人 吉

2 0 1 0 0 0 3牛 深

8 5 1 0 0 0 14熊 本

2004 4 0 0 0 0 0 4年 阿蘇山

16 14 2 0 0 0 0 16平成 人 吉

牛 深 ※人吉、牛深特別地域気象観測所を含む5 2 0 0 0 0 7
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第５節 被害想定

１．熊本県震災対策指針に係る被害想定

県では阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、熊本県震災対策指針を作成した。熊本県震災対策指針

は、県としての震災に対する取り組みの基本的な考え方と枠組みを示し、県民の防災意識の高揚を

図るとともに、県、市町村及び防災関係機関による震災対策計画立案のガイドラインとなるもので

ある。この中で震災に対して迅速かつ的確に対応できる防災体制づくりを図るために必要な基礎資

料とする目的で、地震に関する被害の推計を行ったところであり、ここでは２に掲げる仮定の下で

被害の概略値を求めたものである。

、 、 。なお 県内の活断層調査の結果を踏まえて 今後も地震に関する被害の検討に努めるものとする

２．被害想定の前提条件

被害想定の実施にあたっては、阪神・淡路大震災データをもとにした建物被害率等から死傷者の

発生数を割り出したものであるので、次のような前提条件とした。

( ) 発生状況1

① 発生の季節：冬季

② 発生時刻 ：未明(午前５時４６分)

③ 人的条件 ：ほとんどの住民が住宅にて就寝中

④ 交通状況 ：交通機関の利用者はほとんどいない。

⑤ 都市活動 ：ほとんど行われていない。

( ) 地震条件2

地震発生のメカニズムは、活断層を地震源とする直下型地震とする。

超大規模地震及び大規模地震の２種類を想定するが、それぞれの条件は次のとおりである。

① 超大規模地震：阪神・淡路大震災と同程度の地震規模

瞬間最大加速度 水平方向 ８００ｇａｌ

② 大規模地震 ：阪神・淡路大震災と関東大震災との中間規模

瞬間最大加速度 水平方向 ６００ｇａｌ

( ) 地域特性3

、 、 、社会指標(人口 建築物 土木構造物の質・量)が大きく異なる３地域類型のそれぞれについて

被害を想定する。震源地として想定した３地域類型は市街地部、山間部、島しょ部とし、それぞ

れ熊本市、球磨郡、天草上島をモデル地区とする。
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３．被害想定

この調査により想定された被害は、次のとおりである。

( ) 建物倒壊数1

超大規模地震 大規模地震 現況の建物数

種 類 市街地部 山間部 島しょ部 市街地部 山間部 島しょ部 市街地部 山間部 島しよ部

21,332 3,206 2,375 10,293 1,547 1,146 111,514 16,772 12,466戸建住宅

4,521 1,017 197 2,173 491 95 39,174 5,528 1,508建 集合住宅

456 141 75 216 67 36 9,853 1,286 796物 商業ビル

491 353 147 229 169 70 14,731 4,048 1,984倒 工 場

25 6 3 12 3 1 421 56 39壊 病 院

0 0 0 0 0 0 23,582 24,560 7,382数 その他

26,825 4,723 2,797 12,923 2,277 1,348 199,275 52,250 24,175合 計

( ) 人的被害の状況2

超大規模地震 大規模地震

市街地部 山間部 島しょ部 市街地部 山間部 島しょ部

612 209 150 246 84 60死 即 死

262 90 64 105 36 26亡 生き埋め

34 1 0 14 1 0者 火 災

908 300 214 365 121 86数 合 計

638 218 156 256 88 63負 生き埋め

221 10 2 150 6 2傷 火 災

5,599 789 459 3,347 497 294者 その他

6,458 1,017 617 3,753 591 359数 合 計
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第６節 地震防災緊急事業五箇年計画

地震防災対策特別措置法に基づき、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地域

について、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関して各都道府県は平成８年度から平成１７年度ま

で二次に亘る地震防災緊急事業五箇年計画（以下「五箇年計画」という ）を作成し、対象事業を実。

施してきた。

しかし、五箇年計画期間中に、新たな施設等の整備の必要性が出てきており、また当初計画の未実

施事業も残っていることから、地震防災対策特別措置法が平成１８年３月に改正され引き続き平成１

８年度から２２年度までの次期計画を策定することができることとなった。

このため県では、平成１８年度を初年度とする第三次計画案を作成し、防災施設等の整備を推進す

るものとする

１．五箇年計画の対象

既往地震等を勘案して、県下全域を対象とする。

２．五箇年計画の計画年度

平成１８年度から平成２２年度までの五箇年とする。

３．五箇年計画の対象施設

地震防災のために緊急に整備する施設等は、次に掲げる施設等のうち主務大臣の定める基準に適

合するものとする。

・ 避難地

・ 避難路

・ 消防用施設

・ 緊急輸送路を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設又は漁港施設

・ 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設

・ 公立の小若しくは中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

・ 公立盲学校、ろう学校又は養護学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

・ 砂防設備、保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又はため池で必要なもの

・ 防災行政無線設備その他の施設及び設備



第 ２ 章

災 害 予 防 計 画
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第１節 防災知識普及計画(県総務部、地域振興部、教育庁、市町村、

関係機関)

１．計画の方針

地震による災害を最小限に食い止めるためには、県・市町村等防災関係機関による災害対策の推

進はもとより、県民一人ひとりが日頃から地震災害についての認識を深め、災害から自らを守ると

ともにお互いに助け合うという意識と行動が必要である。

このため県・市町村等防災関係機関は、自らの職員及び県民に対し、地震災害に関する正しい知

識や災害予防・災害応急措置等の防災知識の普及徹底を図り、防災意識の高揚を図るものとする。

なお、防災知識の普及は、災害予防・災害応急措置の実施の任にある各機関が、それぞれ普及を

要する事項について単独または共同して行うものとする。

２．県及び市町村職員に対する防災教育(県総務部、市町村)

地震災害発生時に地域防災計画の実行上の主体となる県及び市町村職員には、震災に関する豊富

な知識が必要とされるほか、これらの知識に基づく適切な判断力が求められる。

このため、県及び市町村は、防災業務に従事する職員に対して次の防災教育を実施し、職員の震

災に関する知識の習得及び判断力の養成を図り、防災体制の確立等防災活動の円滑な推進を図るも

のとする。

( ) 教育の内容1

① 熊本県地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担

② 非常参集の方法

③ 地震の原因、対策等の科学的、専門的知識

④ 過去の主な被害事例

⑤ 防災関係法令の運用

⑥ その他必要な事項

( ) 教育の方法2

① 講演会、研修会等の実施

② 防災活動の手引き等印刷物の配布

③ 見学、現地調査等の実施

３．一般住民に対する防災知識の普及(県総務部、警察本部、市町村、関係機関)

「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本について、一般住民が自覚を持ち、防災意識

の高揚を図るため、次により防災知識の普及徹底を図るものとする。

( ) 普及の内容1

① 地震及び津波に関する一般的知識

② 過去の主な被害事例

③ 震災対策の現状
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④ 平常時の心得(日頃の準備)

ア 住宅の点検(住宅の耐震性、ﾌﾞﾛｯｸ塀補強等) オ 非常食糧・水の準備( 日分の備蓄)2~3

イ 屋内の整理点検(家具転倒防止等) カ 避難地、避難場所、避難路の確認

ウ 火災の防止 キ 緊急連絡先の確認

エ 応急救護 ク 非常持出品の準備

⑤ 地震発生時の心得

ア 場所別、状況別の心得

イ 出火防止及び初期消火

ウ 避難の心得

エ 自動車運転者のとるべき措置

( ) 普及の方法2

① 社会教育を通じての普及

、 、 、 、 、 、幼年消防クラブ 少年消防クラブ 婦人防火クラブ等の活動 ＰＴＡ 成人学級 社会学級

青年団体、婦人団体等の会合、各種研修会、講習会、幼年消防大会等の機会を活用する。

② 広報媒体等による普及

ア 県広報媒体の利用

イ パブリシティ活動の展開

ウ 映画、ビデオ、スライドの利用

エ 広報車の巡回

オ 講演会、研修会等の開催

③ 防災訓練における普及

一般住民の各種訓練(消火訓練、避難訓練、総合防災訓練等)の積極的な参加を呼びかけ、体

験による知識の普及及び技術の向上を図る。

４．学校教育における防災知識の普及(県教育庁、総務部)

( ) 児童生徒等に対する防災知識の普及1

学校における防災知識の普及は、安全教育の一環として児童生徒等及び教職員の生命、身体の

安全を守るため行うものである。

防災知識の普及は、学校行事や学級活動を中心に各教科等教育活動全体を通して行うものであ

り、その内容や指導の方法については、次の内容を中心に、学校の種別や児童生徒等の発達段階

に応じて工夫を行い、実態に即した防災知識の普及を行うものとする。

① 災害時の身体の安全確保の方法

② 災害時の助け合いの重要性

③ 地震等災害発生のしくみ

④ 防災対策の現状

なお、大規模地震が発生した場合において、適切な行動がとれるよう避難訓練の充実に努める

ものとする。
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( ) 指導者に対する防災知識の普及2

研修会等を通じて、指導者の資質向上を図るものとする。

( ) 私立学校等に対する助言・指導3

県は、私立学校等に対して必要に応じて指導、助言を行うものとし、私立学校等は防災知識の

普及に努めるものとする。

５．防災上重要な施設の管理者等の指導(関係機関)

県・市町村及び防災関係機関は、防災上重要な施設の管理者に対し、次の内容を中心に防災教育

を実施し、その資質の向上を図るものとする。特に出火防止、初期消火、避難誘導等発災時に対処

しうる体制の整備を推進するものとする。

( ) 避難誘導等防災体制の整備1

( ) 震災の特性及び過去の主な被害事例2

( ) 危険物施設等の位置、構造及び設備の保安管理3

( ) 出火防止、初期消火等の任務分担4

６．外国人に対する防災知識の普及(県地域振興部、市町村)

県及び市町村は、日本語を母国語としない外国人のために、外国語による表記やふりがなを付記

する等分かりやすく説明した防災に関するパンフレットの作成、配付を行うなど防災知識の普及に

努めるものとする。

また、外国人に対しては、県が熊本県国際協会(事務局 県国際課内)を通じて行っている国際相

談コーナーにおいて、防災についての相談及び情報提供に応じるものとする。

．防災知識の普及の時期(県総務部、市町村、関係機関)７

県、市町村及び各防災関係機関は 「防災週間 「防災とボランティア週間」等普及の内容によ、 」、

り最も効果のある時期を選んで、適宜防災知識の普及を行うものとする。

※ 防災の日：９月１日 防災とボランティアの日：１月１７日

８．防災相談(関係機関)

県、市町村及び防災機関は、一般住民に対する防災知識の普及活動の一環として、防災相談体制

を整え、住民からの相談に随時、適切に対応するものとする。
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第２節 自主防災組織育成計画(県総務部、市町村、関係機関)

本計画は、住民の隣保協同の精神と連帯感に基づく防災組織の充実強化を図り、防災意識の高揚及

び人命の安全を確保するため、自主防災組織を編成し、地震災害に備えるものである。

１．必要性

大規模な地震災害が発生した場合、通信・交通の途絶等により防災関係機関の活動能力が著しく

低下することが予想される。

このような場合には、隣保協同の精神に基づく地域住民による防災活動が実施できる体制を確立

しておくことが、被害の未然防止・軽減を図るうえで、より有効な防災対策となるものである。

このため地域ごとに住民が自主防災組織を結成し、日頃から訓練を積み重ねておく必要がある。

また、多数の者が利用し、従事する施設または危険物取り扱い事業所等で一定規模以上のものに

おいては、大規模地震発生時のパニックの発生などにより被害を増大させる危険性があり、施設従

業員からなる自衛消防組織等の設置が法令で義務付けられているが、法令により義務付けられてい

ない事業所であっても、自主的な防災組織の設置は、被害軽減のため有効である。

２．地域住民等の自主防災組織

( ) 組織の育成指導及び強化1

市町村は、市町村地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その結成を促進するととも

に、自主防災組織の育成、強化に関して必要な助言及び指導等を行うものとする。

県は、自主防災組織に関する啓発活動、自主防災組織リーダー研修会、優良自主防災組織に対

する表彰等を通じて、市町村が行う当該組織結成の取組みに対する支援を行うものとする。

また、県及び市町村は、自主防災組織相互間の情報交換及び連携の場として、自主防災組織連

絡協議会（仮称）を設置するなど、自主防災組織の資質向上及び活性化を図るものとする。

( ) 組織の編成単位2

① 住民が連帯感に基づいて防災活動を行うことが期待できる規模であること。

② 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性をもっている地域であること。

( ) 組織づくり3

既存の町内会、自治会等の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし、次のよう

な方法により組織づくりをするものとする。

① 町内会、自治会等の自治組織の活動の一環として防災活動を組み入れることにより、自主防

災組織として育成する。

② 何らかの防災活動を行っている組織の活動の充実強化を図り自主防災組織として育成する。

③ 婦人団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自主防災組織とし

て育成する。

、 、 、④ 自主防災組織の活動を活発にするため リーダー研修会の実施 モデル地域の紹介等を通じ

地域社会のリーダーに対する防災知識の啓発を行い、自主防災組織の中心となるリーダーの育

成を図る。
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( ) 活動計画の制定4

組織の効率的な活動を推進するため、地域の規模、様態を十分活かした具体的な活動計画を制

定するものとする。

( ) 主な活動内容5

① 平常時の活動

ア 防災に関する知識の普及

イ 防災訓練の実施

ウ 火気使用設備器具等の点検

エ 防災用資機材等の備蓄及び管理

② 災害時の活動

ア 情報の収集及び伝達

イ 出火防止、初期消火の実施

ウ 避難誘導

エ 救出救護

オ 給食給水

３．事業所の自衛消防組織等

大規模地震発生時には、多数の者が利用・従事し、または危険物を製造・貯蔵する施設・事業所

、 、 、 、等においては 火災の発生 危険物類の流出 爆発等により大規模な被害の発生が予想されるため

、 、 、これらの被害の未然防止・軽減を図るため 施設等の代表者や責任者は 自衛消防組織等を結成し

あらかじめ消防・防災計画を定め、訓練を積み重ねておくものとする。

( ) 事業所に対する指導1

事業所の自衛消防組織等の設置について、法令に基づき指導する責任を有する関係機関は、所

管事業所の指導を徹底するものとする。

また、県・市町村・消防機関及び関係機関は、法令により自衛消防組織等の設置が義務付けら

れていない事業所に対しても、自主的な防災組織の必要性を説き、代表者や責任者の理解・協力

を得て、防災組織の育成・強化を図るものとする。

( ) 対象施設2

① 中高層建築物、劇場、百貨店、旅館、ホテル、学校、病院等多数の者が利用し、又は出入り

する施設

② 石油類の危険物、高圧ガス、火薬類、毒劇物等を貯蔵し、または取扱う製造所、貯蔵所及び

取扱所

③ 多数の従業員がいる事業所等で自衛消防組織等を設置し、災害防止にあたることが効果的で

ある施設

④ 雑居ビルのような同一施設内に複数の事業所があり、協同して自衛消防組織を設置すること

が必要な施設

( ) 組織づくり及び活動計画の制定3

組織の効率的な活動を推進するため、それぞれの施設において適切な規約等を作成し、事業所

の規模、形態により実態に応じた組織づくり及び具体的な活動計画の制定を行うものとする。
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( ) 活 動4

① 平常時の活動

ア 防災訓練の実施

イ 施設及び設備等の点検整備

ウ 従業員等の防災に関する教育の実施

② 災害時の活動

ア 情報の収集伝達

イ 出火防止、初期消火の実施

ウ 避難誘導

エ 救出救護
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第３節 防災訓練計画(県総務部、市町村、関係機関)

、 、 、 、県・市町村等防災関係機関は 地域防災計画 防災業務計画等の習熟 関係機関の連携体制の強化

住民の防災意識の高揚を図ることを目的に、関係機関の参加と住民その他関係団体の協力を得て、大

規模災害を想定した訓練を実施するものとする。

１．総合防災訓練

( ) 目的1

大規模地震発生時には、家屋倒壊やガケ崩れ等からの救出・救護、二次的に発生する火災や津

、 、 。波からの避難・消火 通信や交通網の寸断等による混乱に対し 各種の対策が同時に要求される

このような、地震災害の特性から、県総合防災訓練は風水害とともに大規模地震を想定した訓

練を実施し、防災関係機関の職員の能力向上、防災関係機関相互及び防災関係機関と住民等との

連携強化、さらには住民の防災意識の高揚を図るものとする。

訓練に当たっては、国からの応援や広域応援を想定した実践的な訓練に努めるものとする。

( ) 訓練計画2

県・市町村等防災関係機関は、自主防災組織、非常通信協議会、警備業協会、民間企業、ボラ

ンティア団体及び地域住民等の協力のもと、開催地の地域特性等に応じた各種の個別訓練を有機

的に連携した総合的な訓練を実施するものとする。

訓練の内容は概ね次のとおりとする。

① 情報収集伝達 ④ 救出・救助 ⑦ 水 防

② 避難誘導 ⑤ 医療救護 ⑧ 道路啓開

③ 災害警備 ⑥ 消 防 ⑨ 防 疫

( ) 市町村の総合防災訓練3

市町村が実施する総合防災訓練も、可能な限り他の防災関係機関や地域住民等の協力を得て、

県の総合防災訓練に準じて訓練を実施するものとし、市町村単独実施が困難な場合は近隣市町村

と合同での訓練を実施するなど、極力定期的に実施するものとする。

２．広域防災訓練

県及び市町村は、相互応援協定に基づき、広域的な応援が迅速かつ的確に実行できるようにする

ため、相互応援に関する広域防災訓練の実施に努めるものとする。

３．県・市町村等防災関係機関の個別防災訓練

大規模地震発生時の活動の要となる防災関係機関については、その処理すべき事務又は業務を的

確・迅速に処理することが要求されるため、個別に訓練を繰り返し実施する必要がある。

このため、県・市町村をはじめとする各防災関係機関は、単独又は共同で次の個別防災訓練を繰

り返し実施し、各機関の災害対応能力の向上を図るものとする。



27

( ) 参集(非常呼集)訓練1

( ) 災害対策本部等設置訓練2

( ) 情報収集伝達(通信)訓練(津波情報伝達訓練)3

( ) 水防訓練4

( ) 消防訓練5

( ) 避難(誘導)訓練6

( ) 救出・救護訓練7

( ) 輸送訓練8

( ) その他必要な訓練9

４．住民等の訓練

大規模地震発生直後においては、地域住民の自主防災組織や事業所の自衛消防組織等による救出

・救護、初期消火、避難誘導等の活動に期待することが大きく、これらの防災組織が災害発生時に

適切な活動が行えるようにするためには日頃からの訓練の積み重ねが必要である。

このため、市町村・消防機関及び関係機関は、これらの防災組織の訓練について必要な助言及び

指導を行うものとする。

５．訓練の時期・場所等

( ) 訓練の時期1

「防災週間」及び「防災とボランティア週間」等訓練を行うのに最も訓練効果のある時期を選

んで実施するものとする。

( ) 訓練の場所2

訓練の内容・規模により、最も訓練効果をあげ得る場所を選んで実施するものとする。

( ) 住民参加を求める場合の留意事項3

実地訓練に住民参加を求める場合は、高齢者、障害者、外国人、乳幼児等災害時要援護者に十

分な配慮を行うものとする。

( ) 訓練の検証4

防災訓練の実施後は、訓練結果の事後評価を通して課題を明らかにし、その改善に努めるもの

とする。
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第４節 地震観測施設等整備計画

本計画は、気象庁(熊本地方気象台)、独立行政法人防災科学技術研究所及び県が設置した震度計に

より、地震発生時の迅速かつ正確な地震情報を収集し、防災関係機関の初動体制の早期確立を図るも

のである。

１．気象庁の観測施設

気象庁(熊本地方気象台)が設置している観測施設は、県内に 箇所あり、地震発生時において12

これらの施設、県及び独立行政法人防災科学技術研究所の観測施設の観測結果をもとに、気象庁本

庁が地震情報を発表し、関係機関に伝達している。

( ) 気象庁震度観測局一覧1

地域 市町村 震度発表 観測施設名 観 測 点 所 在 地

名称 名 称 名 称

3845-12熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村中松 計測震度計 阿蘇郡南阿蘇村大字中松字古坊中

阿 蘇 （阿蘇山測候所）

(地方)

2-12-20熊本市 熊本市京町 計測震度計 熊本市京町

（熊本地方気象台）

八代市 八代市平山新町 計測震度計 八代市平山新町

熊本県

熊 本 八代市 八代市泉町 津波地震早期 八代市泉町柿迫

(地方) 検知網

玉名市 玉名市築地 津波地震早期 玉名市築地

検知網

宇城市 宇城市松橋町 計測震度計 宇城市松橋町大野

987熊本県 人吉市 人吉市城本町 計測震度計 人吉市城本町

球 磨 （人吉特別地域気象観測所）

(地方) 多良木町 多良木町多良木 計測震度計 球磨郡多良木町多良木

天草市 天草市本町 津波地震早期 天草市本町本

検知網

286熊本県 天草市 天草市牛深町 計測震度計 天草市牛深町

天草・ （牛深特別地域気象観測所）

芦北 芦北町 芦北町芦北 計測震度計 葦北郡芦北町大字芦北

(地方)

上天草市 上天草市大矢野 計測震度計 上天草市大矢野町上

町
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(２)気象庁巨大津波観測施設

観測点名称 観 測 点 所 在 地

三 角 宇城市三角町瀬戸外

２．防災科学技術研究所の観測施設

県内には独立行政法人防災科学技術研究所が整備した２２箇所の震度観測施設があり、そのうち

２０箇所の震度観測施設が気象庁の発表する震度情報に活用されている。

観測局 設 置 場 所 観測局 設 置 場 所No. No.
1 1567-1 12 1-25小国 小国町大字宮原 八代 八代市松江城町

2 1328-1 13 653山鹿 山鹿市山鹿西上町 田浦 芦北町大字町田浦町

3 380 14 2672-44玉名 玉名市中尾 五木 五木村甲字下手

4 4779 15 1一の宮 阿蘇市一の宮町宮地 水俣 水俣市牧ノ内

5 1223 16 1531-1大津 大津町引水 人吉 人吉市蟹作町字西田

6 3-20 17 3146-1熊本 熊本市東町 多良木 多良木町多良木横馬場

7 2168 18 1412高森 高森町高森 龍ヶ岳 上天草市龍ヶ岳町高戸

8 51 19 8-1宇土 宇土市浦田町 本渡 天草市東浜町

9 6 20 658矢部 山都町浜町 新和 天草市新和町小宮地

10 2864-32 21 488-1三角 宇城市三角町波多 天草 天草市天草町高浜乙第

11 1510 22 2286-103砥用 美里町永富 牛深 天草市牛深町

３．県の観測施設

県は、次のとおり県内 箇所（熊本市設置分 箇所を含む）に震度計を設置し、気象庁(熊本70 1

地方気象台)及び防災科学技術研究所の観測施設と併せて観測体制の整備を図っている。

観測局 設 置 場 所 観測局 設 置 場 所No. No.
熊 本 熊本市大江 熊本市消防局 宇 土 宇土市浦田町 宇土市役所1 3-1-3 27 51
坂 本 八代市坂本町坂本 坂本支所 松 島 上天草市松島町合津 松島庁舎2 4228-12 28 3538-3
千 丁 〃 千丁町新牟田 千丁支所 姫 戸 〃 姫戸町姫浦 姫戸地域振興ｾﾝﾀｰ3 1502-1 29 2502-3
鏡 〃 鏡町内田 鏡支所 不知火 宇城市不知火町高良 不知火支所4 453-1 30 2273-1

東 陽 〃 東陽町南 東陽支所 小 川 〃 小川町江頭 小川支所5 1105-1 31 100
泉 〃 泉町柿迫 泉支所 豊 野 〃 豊野町糸石 豊野支所6 3131 32 3516-1

荒 尾 荒尾市宮内出目 荒尾市役所 阿 蘇 阿蘇市内牧 内牧支所7 390 33 1111-3
水 俣 水俣市陣内 水俣市役所 波 野 〃 波野大字波野 波野支所8 1-1-1 34 2710
岱 明 玉名市岱明町野口 岱明総合支所 合 志 合志市竹迫 合志市役所9 2129 35 2140
横 島 〃 横島町横島 横島総合支所 西合志 〃 御代志 西合志庁舎10 3644 36 1661-1
天 水 〃 天水町小天 天水総合支所 城 南 城南町大字宮地 城南町役場11 7195-5 37 1050
有 明 天草市有明町赤崎 有明支所 富 合 熊本市富合町清藤 富合総合支所12 3383 38 405-3
御所浦 〃 御所浦町御所浦 御所浦支所 中 央 美里町馬場 中央庁舎13 3527 39 1100
倉 岳 〃 倉岳町棚底 倉岳支所 玉 東 玉東町大字木葉 玉東町役場14 1919 40 759
栖 本 〃 栖本町馬場 栖本支所 菊 水 和水町江田 和水町役場15 179 41 15
五 和 〃 五和町御領 五和支所 三加和 〃 板楠 三加和総合支所16 2943 42 70
河 浦 〃 河浦町河浦 河浦支所 南 関 南関町大字関町 南関町役場17 5253 43 1316
山 鹿 山鹿市山鹿 山鹿市役所 長 洲 長洲町大字長洲 長洲町役場18 978 44 2766
鹿 北 〃 鹿北町四丁 鹿北総合支所 植 木 植木町大字岩野 植木町役場19 1612 45 238-1
菊 鹿 〃 菊鹿町下内田 菊鹿総合支所 大 津 大津町大字大津 大津町役場20 713 46 1233
鹿 本 〃 鹿本町来民 鹿本総合支所 菊 陽 菊陽町大字久保田 菊陽町役場21 686 47 2800
鹿 央 〃 鹿央町合里 鹿央総合支所 南小国 南小国町大字赤馬場 南小国町役場22 158-1 48 143
菊 池 菊池市隈府 菊池市役所 産 山 産山村大字山鹿 産山村役場23 888 49 488-3
七 城 〃 七城町甲佐町 七城総合支所 久木野 南阿蘇村河陰 南阿蘇村役場24 74-1 50 145-3
旭 志 〃 旭志小原 旭志総合支所 長 陽 〃 河陽 長陽庁舎25 240 51 3574
泗 水 〃 泗水町福本 泗水総合支所 白 水 〃 吉田 白水庁舎26 383 52 1495
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観測局 設 置 場 所 観測局 設 置 場 所No. No.
西 原 西原村大字小森 西原村役場 津奈木 津奈木町大字小津奈木 津奈木町役場53 3259 62 2123
御 船 御船町大字御船 御船町役場 錦 錦町大字一武 錦町役場54 995-1 63 1587
嘉 島 嘉島町大字上島 嘉島町役場 湯 前 湯前町 湯前町役場55 530 64 1989-1
益 城 益城町大字宮園 益城町役場 水 上 水上村大字岩野 水上村役場56 702 65 90
甲 佐 甲佐町大字岩下 甲佐町役場 相 良 相良村大字深水 相良村役場57 719-4 66 2500-1
清 和 山都町大平 清和総合支所 山 江 山江村大字山田甲 山江村役場58 385 67 1356-1
蘇 陽 〃 今 蘇陽総合支所 球 磨 球磨村大字渡丙 球磨村役場59 500 68 1730
竜 北 氷川町島地 氷川町役場 あさぎり あさぎり町免田東 あさぎり町役場60 642 69 1199
宮 原 〃 宮原栄久 宮原振興局 苓 北 苓北町志岐 苓北町役場61 69-1 70 660
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第５節 防災業務施設整備計画(関係機関)

、 、 、本計画は 災害発生の未然防止及び被害の拡大防止のための水防 消防及び救助に必要な通信施設

各種機材器具等の整備または、推進、並びに防災業務施設の被害の予防を図るものである。

また、地震等が発生し県内外から広域的な応援を受ける場合に、自衛隊、警察、消防を始めとする

、 。応援隊等の人員・資機材・物資の集結・集積に必要となる活動拠点について 確保を図るものである

１．施設整備計画

( ) 防災拠点施設(県総務部、関係各部、警察本部、市町村、消防機関)1

、 、 、 、 、県・市町村庁舎 県出先機関 消防本部・署 警察署等は 災害対策の重要な拠点となるため

庁舎、通信設備、非常用電源設備等を定期的に点検し、機能の維持・管理を行うとともに、必要

に応じ機能の充実強化を図るものとする。

① 県庁舎(県総務部)

大地震が発生した場合でも、庁舎の機能を維持できるよう点検及び応急復旧について、平時か

ら体制等の整備をしておくものとする。

② 防災センター(県総務部)

大規模地震等の災害の発生に当たって、機動的かつ効率的な体制の確立を図ることは極めて重

要である。このため、情報の伝達収集に関する総合的な防災情報システムを構築するとともに、

情報連絡室、災害対策本部室等を設置し、災害予防及び災害応急活動の中枢拠点として、防災セ

ンターを整備している。

③ 出先機関施設整備計画(県関係各部)

出先機関は、県庁舎とともに、県が実施する災害応急対策及び復旧対策の拠点となる施設であ

り、大地震が発生した場合でも、庁舎の機能を維持できるよう、耐震診断に基づく耐震補強、関

係設備の整備等を行う。

④ 市町村庁舎施設整備計画(市町村)

市町村庁舎(出先機関も含む)は、地域における災害応急対策及び復旧対策の拠点となる施設で

あり、大規模地震発生時の機能の確保を図ることが重要である。

このため、耐震性及び耐火性の確保に努めるとともに、庁舎及び設備等の管理者は、地震発生

直後の点検及び応急復旧について平時から体制等の整備をしておくものとする。

⑤ 消防本部・署施設整備計画(消防機関）

消防本部及び署は、災害応急対策の拠点となる施設であり、大規模地震発生時の機能の確保を

図ることが重要である。このため、耐震性及び耐火性の確保に努めるとともに、庁舎及び設備等

の管理者は、地震発生直後の点検及び応急復旧について平時から体制等の整備をしておくものと

する。

⑥ 警察施設整備計画(警察本部)

、 、 、 。警察は 次の基本的な考え方に従い 警察施設の耐震性 耐火性等の確保に努めるものとする

、 、 、ア 災害発生時に災害応急対策の拠点となる警察施設については その重要度を考慮し 耐震性
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耐火性の強化に努める。

、 、イ 警察本部等の警察の中枢施設が破損した場合に 特に指揮機能及び通信機能を確保するため

耐震性及び耐火性があり、かつ、液状化の起こりにくい地域に所在する建物を選定して、警察

本部等の代替施設としての整備を図る。

ウ 県警察無線は、警察本部、各警察署に設置した無線情報設備であり、次によりその整備を図

ることとする。

・ 災害情報を迅速かつ的確に収集するため、無線機の増設を図る。

・ 災害情報を迅速かつ的確に伝達するため、衛星地球局等の通信施設の整備を図る。

・ 通信の信頼性を確保するため、通信施設の耐震性の向上を図る。

２．防災活動拠点の確保

( ) 広域防災活動拠点の指定1

① 災害想定の規模 ： 広域の市町村及ぶ大規模な災害（大規模な地震や風水害等）

② 応 援 の 規 模 ： 県外からの応援

③ 役 割 ： 広域、全県的な活動拠点

④ 拠 点 数 ： 県内に数箇所程度

⑤ 指定の状況

名 称 対象地区 施 設 名 等

広域防災 県下全域 熊本県民総合運動公園、グランメッセ熊本、

活動拠点 熊本県消防学校

( ) その他の防災活動拠点の確保2

今後、大規模な災害に限らず、相当規模の災害や市町村区域内の災害など、災害規模に応じた

防災活動拠点（地区防災活動拠点、地域防災活動拠点など）の確保を図る。
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第６節 災害備蓄物資・資機材整備計画(県健康福祉部、九州農政局食糧部

日本赤十字社熊本県支部、九州森林管理局、関係機関)

、 、災害発生に際し 罹災者の応急救助対策の迅速かつ的確な実施に資するための救助物資等の備蓄は

本計画の定めるところによる。

１．食糧の備蓄(県健康福祉部、九州農政局食糧部)

( ) 米穀の備蓄1

① 農林水産省（総合食料局）の備蓄

米穀の備蓄については、平成 年 月に施行された「主要食糧の需給及び価格の安定に関7 11

する法律」において、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備えて、政府は責

3 3,300 21任をもって必要量を備蓄することとされ、県内では低温倉庫 ヶ所に約 トン(平成

年 月末現在)の米穀が備蓄されている。2

また、災害の発生により応急用米穀が必要な場合、九州農政局長は知事と協議のうえ必要に

より政府米を売却するものとされている。

② 米穀販売事業者の在庫保有

県内の米穀販売事業者に対しては、九州農政局長から災害が発生した場合には売却を要請す

ることができる。

なお、県下の米穀販売事業者別「供給可能量」は 「緊急災害時対応食料供給体制整備調査、

結果（農林水産省より県関係課へ配付）の６調査品目別、団体別の食料供給者連絡先の６－１

精米」のとおりである。

( ) 乾パンの備蓄2

① 県の備蓄

災害救助法が適用された災害時に供給される備蓄物資として 食の乾パンを備蓄して20,000

いる。

② 農林水産省（総合食料局）の備蓄

1-5常備地：愛知県名古屋市港区大江町

東海農政局 大江政府倉庫(℡ )052-611-1641

数 量：乾パン 食50,040

常備地：東京都立川市緑町無番地

関東農政局東京農政事務所 立川政府倉庫(℡ )042-529-9249

数 量：乾パン 食50,040

２．衣料等の備蓄(県健康福祉部、日本赤十字社熊本県支部)

災害時における応急救助を迅速に実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図るための応急救助

に要する衣料等の救助物資は、県及び日本赤十字社熊本県支部において備蓄しているが、それらの

現状は次のとおりである。

( ) 県における備蓄及び点検等1

① 衣料、生活必需品等備蓄物資
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県における衣料等の備蓄物資の在庫場所、物資名及び数量は、別冊資料編第 ・ のとおり12 3

である。

② 備蓄物資の点検及び整備

災害対策基本法第 条及び災害救助法第 条の規定に基づき、災害予防の観点から災害救49 22

助の万全を期するため、県は毎年度当初に、災害応急救助のために必要な備蓄物資についての

点検及び整備を実施するものとする。

・ 災害救助法に定めるもの

災害救助法第 条に規定する災害救助基金から購入し、備蓄する物資は、前記の調達物37

資集積所において、これを点検整備しておくものとする。

( ) 日赤県支部における備蓄2

日本赤十字社熊本県支部において所管している備蓄救援物資の種類及び数量は、別冊資料編第

・ のとおりである。12 3

３．食料・生活必需品に関する供給方針(県総務部、関係各部)

地震発生時に食料・生活必需品の供給を確保するため、現在の備蓄のほか、小売業者等との供給

協定の締結により、食料・生活必需品の確保に努めるものとする。

また、九州・山口９県災害時相互応援協定等により、他の都道府県との食料・生活必需品の供給

に関する協力体制の確立に努めるものとする。

市町村における備蓄及び供給協定の締結等に当たって、県は必要な助言、指導に努めるものとす

る。

４．災害復旧用材の供給(九州森林管理局)

森林管理局長又は森林管理署長は、災害時において、県知事等から災害復旧用材の供給、被災地

における木材の需給安定等についての要請があった場合、その必要があると認めるときは、国有林

材の供給の促進、輸送販売の実施、木材関係団体等への要請に努め、災害救助及び災害復旧の実施

に協力するものとされている。

５．災害用装備資機材の整備充実(関係機関)

( ) 資機材の整備充実1

防災関係機関は、各機関において所掌する災害応急対策の効果的実施のため、必要に応じ次の

災害用資機材の整備充実に努めるものとする。

① 救出救助用資機材

② 照明用資機材

③ 災害対策用特殊車両

④ 交通対策用資機材

⑤ その他後方支援用等必要な資機材

( ) 資機材の調達2
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防災関係機関は、災害時における必要な資機材等の円滑な調達・支援要請等を図るため、平素

から防災関係機関・団体相互間の緊密な連携・協力関係の保持に努めるものとする。
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第７節 水害・土砂災害予防計画(県農林水産部 土木部 九州森林管理局)、 、

本計画は、地震発生に伴う河川等の堤防亀裂、沈下、崩れの発生、さらには護岸、水門、樋門等の

コンクリート構造物の破損による後背地の水害の未然防止・被害軽減を図るものである。

１．治山対策(県農林水産部、九州森林管理局)

( ) 荒廃地復旧対策1

本県の林野面積は、 (国有林を含む)で県土総面積 の を占めている。森464,301ha 740,466ha 63%

林は水源のかん養、土砂崩壊・土砂流出の防止、自然環境の保全、公衆の保健などの多面的機能

を有し、県土保全上も重要な地位を占めている。治山事業は森林法、地すべり等防止法に基づく

、 、 、 、もので このような森林を造成 維持することにより 山地災害の未然防止などを図っているが

流域の保全と局所防災の見地から県民の生命財産等の保全を図る方針である。

本県は、急峻な地形が多く、破砕帯、断層など複雑であり、地震を誘因とした山地災害が発生

することも考えられる。平成 年 月末現在では山地災害危険地が 箇所あり、治山事業21 3 4,322

では、山地災害危険地を重点的に整備していく方針である。

( ) 保安林整備対策2

山地における森林の存在は、それによって形成された落葉、落枝、林地土壌の作用が山地の降

雨を地中に浸透させ、降雨直後の地表流下量を減少させることにより河川流量の急激な増加を抑

える機能があり、また林木の根系の物理的作用によって表土の流失又は崩壊の発生を防止する等

洪水調節機能、渇水緩和機能及び浸食防止機能等の優れた効果をもっている。しかし、これらの

森林が地震によって破壊された場合は、放置すれば前記の諸保安機能が低下し又は喪失して国土

の荒廃をまねくおそれがある。

これらに対して、質的向上を図るため防災施設を整備しながら改植、補植及び下刈り施肥等を

実施して、健全な保安林を育成することにより、森林の水資源の涵養機能と土砂の流失及び土砂

の崩壊防止等の維持増進を図ることとしている。

( ) 山地災害の原因と対策3

本県の災害の主なるものは水害であり、豪雨による山地崩壊の主たる原因は、次のようなもの

がある。

① 無林地状態による山地の浸食作用が進み、野渓が発達して起こる山崩れ

② 雨水が山腹の地下表層に浸透し、表層土の重さを増加して起こる崩落

③ 表層の下部に不透水層があって、雨水の浸透が行われず、不透水層にそって滑落して起こる

山崩れ

④ 無林地状態の脆弱にして不安定な山地地盤の崩落

⑤ 渓流の浸食が進み、両岸山腹が不安定となって起こる山崩れ

⑥ 不安定な地下水層に雨水が浸透して、その斜面に沿って起こる滑落

これらの主たる原因のほか、地震により直接崩落が発生することもあり、又は地震により発

生した亀裂に雨水がはいり、崩落が発生するなど地震が崩落の誘因となることも考えられる。

山地災害危険地については、森林整備保全事業計画等に基づき、山脚固定のための谷止工、
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渓床勾配安定のための堰堤工事を施行するとともに、災害に強い森林を造成し、山地崩壊を未

然に防止する計画である。

２．治水対策(県土木部)

( ) 本県の河川の概要1

本県の河川は、九州のほぼ中央部を縦貫する九州山地を分水嶺として有明海、八代海に注ぐも

のと一部宮崎県、大分県、福岡県へ流下するものとに分かれている。うち１級河川は緑川外７水

系(延長 )、２級河川は坪井川外 水系(延長 )、準用河川は 水系(延長1,733,00m 80 627,015m 130

)となっている。1,252,454m

これらの河川整備については優先度の高いものから社会資本整備重点計画に沿って重点的に改

修事業を実施している。

( ) 事業の内容2

河川の改修は、順次改修事業計画に基づいて実施するが、その際に耐震対策の有無について検

討し、必要があれば耐震対策を盛り込んだ構造とするものとする。また、被害が甚大であると想

定される区間については、緊急に整備を進めることとする。

３．重要水防施設・箇所の点検監視(県土木部、県農林水産部)

水門、樋門、護岸等の水防施設に対しては、通常から点検を行っているところであるが、その中

で耐震補強が必要とされる施設については、その重要度及び緊急性を考慮して順次耐震性の向上を

図るものとする。

４．土砂災害対策(県土木部)

( ) 土石流対策1

本県は県土の約８割を山地及び丘陵地が占め急峻な地形が多く、加えて脆弱な地質が広く分布

することから、県内には人命や財産に甚大な被害を及ぼす土石流が発生する恐れのある危険渓流

等が 箇所と多く存在する。3,920

これらの渓流の対策については、緊急性の高いものから土石流対策として砂防えん堤等の施設

整備を行うとともに、警戒避難体制の整備等ソフト対策についても推進を図る。

( ) 地すべり対策2

本県の地すべりは、中央部を東西に横断する中央構造線に沿った破砕帯地すべり、天草諸島を

中心に分布する第三紀層地すべり、阿蘇山を中心とした温泉地帯に点在する温泉地すべり等、一

度活発な滑動が発生すれば地域の人命や財産等に甚大な被害を及ぼす多種多様な地すべりの形態

が広く分布し、県内には地すべりが発生する恐れのある地すべり危険箇所が 箇所（平成 年110 8

度の地すべり危険箇所再点検後、危険箇所以外での地すべり防止区域に指定した箇所を含む ）。

存在する。

これらの地すべり危険箇所の対策については、地すべり活動が顕著で緊急性の高い箇所から地

、 。すべり防止施設の整備を行うとともに 警戒避難体制の整備等ソフト対策についても推進を図る
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( ) 急傾斜地崩壊(がけ崩れ)対策3

本県の地質の大部分は、特殊土壌や第三紀層の脆弱な地質・土壌条件をなし、さらには県土の

約８割が山地及び丘陵地で占められていることから、がけ崩れが発生し人命や財産等に甚大な被

害を及ぼす危険性の高い急傾斜地崩壊危険箇所等が 箇所も存在する。9,463

これらの急傾斜地崩壊危険箇所の対策については、緊急性の高い箇所からの急傾斜地崩壊防止

施設の整備を行うとともに、警戒避難体制の整備等ソフト対策についても推進を図る。
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第８節 津波災害予防計画(県土木部、県農林水産部、総務部)

１．海岸対策(県土木部、県農林水産部)

( ) 海岸概況1

本県の海岸線は、有明海に面する海岸、八代海に面する海岸及び天草西海岸からなり、その総

延長は 余で 「海岸法」に基づき、国土交通、農林水産の各省庁所管ごとに維持管理さ1,084km 、

れている。

海岸には干潟や砂浜、岩礁、深く切り立った入江等があり、その背後には集落が形成され、多

くの人々が生活を営んでいる。

( ) 海岸保全施設概況2

海岸保全施設の耐震性については、地震時の安定性について必ずしも十分な検討がなされてい

ない場合が多い。

( ) 海岸保全施設の改良補強計画3

海岸保全施設は、国土の保全はもとより、県民の生命、財産を守る根幹であり、従来から海岸

保全施設の整備を推進してきたところであるが、阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、施設の地震津

波に対し、危険性を調査し、危険性が高いと判断される地区については、耐震性の必要性を考慮

しながら順次整備を図っていくものとする。

２．海面監視(県総務部、県農林水産部、市町)

( ) 海面監視体制の整備1

地震発生後、近距離を震源とする地震では津波予警報や避難指示等の情報伝達が間に合わない

ことが考えられる。このため、沿岸の市町にあっては、海岸付近で震度４以上の地震を感じた場

合又は津波警報や津波注意報が発表された場合、直ちに海面監視を行えるよう、あらかじめ海面

監視場所の設定、監視担当者の選任等海面監視体制の整備に努めるものとする。

また、沖合に出ている漁船には漁業無線局を通じ、海面の変動を通報するよう呼びかけるもの

とする。

( ) 情報伝達体制の確立2

沿岸の市町は、住民等に対して津波に関する情報を伝達する手段として、同報無線の整備を促

進するとともに、サイレン、半鐘等複数の伝達手段を確保するものとする。また、津波に対して

迅速な退避行動がとれるよう、住民に対して避難経路、避難場所の周知をしておくものとする。

なお、漁港内の漁船等に対しては、素早く港外に避難するよう漁業無線局から呼びかけるもの

とする。
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第９節 火災予防計画(県総務部、土木部、消防機関)

大規模地震発生時には、火源や着火物の転倒等により、広域にわたって同時に火災が発生し、大規

模な火災となって延焼し、火災による被害が地震そのものによる被害を大きく上回る可能性もあるこ

とから、県、市町村及び各消防本部は、火災予防の徹底に努める。

１．出火防止、初期消火(県総務部、消防機関、市町村)

( ) 一般家庭に対する指導1

、 、 、地震発生後 速やかに出火防止のための処置を行うことにより 出火率は大幅に低減するので

、 。広報活動及び各種会合を通じて 一般家庭の防火意識の高揚及び住宅用防災機器等の普及を図る

( ) 立入検査の指導強化2

各消防機関が行う立入検査においては、管内の防火対象物の実態を十分に把握し、それに基づ

き消防計画、防火管理体制、消防用設備等の維持管理について適切な指導を行うこととする。

( ) 防火管理者の指導育成強化3

防火対象物の高層化・複雑化に伴い、消防機関による予防行政及び消防活動を補完する防火管

理者の役割の重要性が増加している。大規模地震時にあっても防火管理業務を有効に遂行できる

よう防火管理者に対する講習会を実施するものとする。

( ) 防炎物品の普及指導4

防炎物品は、出火及び延焼拡大防止に非常に効果があるので、その普及を図る。特に高齢者等

の災害弱者が居住する家庭に対しては、防炎物品のカーテン・じゅうたん等の普及促進を図るも

のとする。

( ) 消防用設備等の維持管理の徹底5

消防用設備等については、いつ火災が発生してもその機能が有効に発揮できるよう、消防法令

で定める定期点検及び報告の徹底を図るものとする。

( ) 初期消火用具の普及6

地震後の出火時点においては、初期消火活動が重要であるので、消火器、消火バケツ等の初期

消火用具の設置について、普及啓発を図るものとする。

２．火災拡大要因の除去(県総務部、土木部、市町村、消防機関)

( ) 火災危険区域の設定(県総務部、消防機関)1

地震火災が大規模な被害を生じるのは、同時多発的に発生した火災が合流して大火となり、延

焼するところにあるので、市街地、密集地のうち、特に火災の危険の大きい区域については、消

防、建築、都市計画等総合的な観点から火災危険区域を設定し、防火対策を樹立するよう指導す

るものとする。

( ) 市街地の計画的な不燃化(県土木部、市町村)2

① 避難路沿道建築物の不燃化促進

避難路沿道の建築物の不燃化を促進するために、都市計画法による防火地域、準防火地域の

指定を検討するものとする。特に周辺市街地の火災危険度が高い路線、利用者の多い路線、避
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難距離が長いこと等により避難者の渋滞が予想される路線等の地域においては、積極的に防火

地域、準防火地域の指定を検討するものとする。

② 防火帯(街路樹、垣根等)の整備指導

市街地の延焼防止や避難者の安全を確保するために、道路整備の中で街路樹の積極的な整備

計画を検討することとする。また、垣根等の整備については、地区住民の合意を図りながら、

地区計画の決定等を通じて推進するものとする。

③ 防火地域、準防火地域の指定

都市の重要施設が集合し、土地利用度、建築密度が高く火災発生の恐れの高い市街地につい

ては、耐火建築物等への誘導を図るため、都市計画法による防火地域、準防火地域の指定を検

討するものとする。

( ) 消防活動が困難である地域の解消に資する道路整備(県土木部)3

家屋密集地等で道路の幅員が狭いために消防活動が困難な地域の道路を確保するために、幅員

６ｍ以上の消防活動に支障の無い道路の整備計画を検討するものとする。

３．消防力の強化(県総務部、消防機関、市町村)

地震発生時の同時多発火災に備え、消防機関ではその実情に応じて災害応急活動体制がとれるよ

う消防計画及び消防力の整備を行うものとする。特に消防本部(署)及び消防団車庫等の建物は、災

害時に重要な拠点となるので、十分な耐震性を備えたものとする。

また、地震時における消火栓等の使用不能に備えて、木造家屋密集地、避難地周辺等計画的に耐

震性貯水槽等の整備を図り、消防に必要な水利施設の確保を図るものとする。
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第 節 危険物等災害予防計画(県総務部、市町村、消防機関、関係機関)10

危険物施設等は、取り扱う物質の性質上、大規模地震発生時において、火災が発生した場合には、

燃焼の速さ等から周囲に及ぼす影響が非常に大きく、多大の被害を生じるおそれがある。

地震に伴う危険物、高圧ガス、火薬類等による人命、建築物等の災害を予防するため、施設の整備

その他の対策を講じる必要がある。

１．危険物に係る予防対策

市町村及び消防機関は、消防法及び関係法令に基づき、次のとおり危険物施設の所有者、管理者

等への指導を行うものとする。消防機関にあっては、立入検査等の機会を利用して、危険物施設に

おける防災対策を指導するものとする。

また、危険物施設の所有者、管理者は、災害対策に万全を期するよう努めなければならない。

① 施設の耐震化の推進

② 地震に関する防災教育、防災訓練の実施

③ 自主防災体制の確立

④ 防災資機材の整備

２．高圧ガス設備等の予防対策

県は、大規模地震に対して高圧ガス設備及び液化石油ガス消費設備等の安全性を確保するため、

次の対策について指導するものとする。

また、高圧ガスの所有者、管理者等は、災害対策に万全を期するよう努めなければならない。

① 高圧ガス設備等の耐震化の推進

② 地震に関する防災教育、防災訓練の実施

③ 地震時の応急体制の整備

④ 防災資機材の整備

３．火薬類に係る予防対策

県は、大規模地震に対して火薬類製造事業所、販売所及び貯蔵所(「製造事業所等 ）の安全性」

を確保するため、次の対策について指導するものとする。

、 、 、 。また 製造事業所等の所有者 管理者等は 災害対策に万全を期するよう努めなければならない

① 製造事業所等の耐震化の推進

② 地震に関する防災教育、防災訓練の実施

③ 地震時の応急体制の整備

④ 防災資機材の整備



43

第 節 建築物等災害予防計画(県土木部)11

地震による建築物の倒壊等の被害から県民の生命、身体及び財産を保護するために、建築物の耐震

改修の促進のための措置を講じるなど、建築物の地震に対する安全性の向上を図る必要がある。

県では、平成１９年３月に策定した「熊本県建築物耐震改修促進計画（計画期間：平成１９年度～

平成２７年度 」に基づき、国の地域防災対策や法令による耐震化の促進のための的確な施策の実施）

を行うとともに、市町村や住宅・建築物の所有者及び管理者が、耐震診断や耐震改修に取り組みやす

い環境整備の構築に向けて、以下の施策に取り組むものとする。

１ 県が所有する公共建築物の耐震化

２ 住宅・建築物の耐震化による人的被害及び経済的被害の軽減

３ 耐震に関する情報の効果的な発信と知識の普及・啓発、技術者の育成支援

４ 耐震診断及び耐震改修の指導・助言等

５ 市町村が策定する耐震改修促進計画への支援及び情報の提供

６ 相談窓口の開設
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第 節 公共施設等災害予防計画(県土木部、九州地方整備局、県農林水12
、 、 、 、 、 、産部 県企業局 県健康福祉部 警察本部 県教育庁 県総務部

市町村)

１．道路・橋梁(県土木部、九州地方整備局)

道路及び橋梁は、震災時に、避難、救援、救護、消防活動をはじめ、被災施設の復旧等の応急対

策活動を実施するうえで重要な機能を有している。

このことから、防災拠点間の道路網となる重要な役割をもつ道路を重点に、補強、新設及び拡幅

等を図るものとする。

( ) 道路1

法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状・破壊等の被害が想定される危険箇所について、補

強対策を実施するとともに、幹線道路の整備を促進して、道路網の多重化を図り、救援・消防活

動にも有効な道路の整備を図るものとする。

( ) 橋梁2

震災時における避難、救援、救護、復旧活動に支障のないよう、緊急輸送路等防災上重要な位

置づけにある老朽橋、耐久性の不足している橋梁及び交通のあい路となっている橋梁について、

道路橋示方書(耐震基準)に基づき、架替・補強等の整備・促進を図るものとする。

地下水位の高さや土質等の関連から、地震時に液状化の恐れがあると判定される軟弱地盤上に

建設された橋梁については、その下部工や基礎工の補強を図る。

( ) 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備計画3

道路交通の確保は、地震発生後において、避難、救助をはじめ物資の輸送、応急対策活動を実

施するうえで重要である。

地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため、道路の耐震性を確保すること

が必要である。このため、緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し、併せて地震防災対策特別措

置法に基づく地震防災緊急事業五カ年計画を策定し、計画的な道路の整備を図るものとする。

２．河川、砂防、港湾・海岸、漁港(県土木部、県農林水産部、九州地方整備局)

( ) 河川1

河川においては、二次災害の可能性の有無により、堤防及び構造物について耐震計画を次のと

おり策定することとする。

① 堤防

ア 二次災害が想定される区間については、河川改修においても、耐震対策の必要性を検討し

て施設を設置するものとする。また、被災が想定される区間については、想定される被害の

程度、改修の状況等を総合的に判断し、順次対策を実施することとする。

イ その他の施設については、今後補強あるいは改築・新設を行う際、新耐震基準に基づき施

設設計を行い、被災しない構造にするものとする。

( ) 砂防2

砂防えん堤においては、えん堤規模が大きいもの及び二次災害が想定されるものについて、耐



45

震対策の必要性を検討して施設を設置するものとする。

( ) 港湾3

港湾施設は、人流、物流の拠点として、地域の生活と産業活動に深く係わり、重要な役割を果

たしており、国土交通省令で定める基準に従い、地震発生の地域的危険度、構造物の重要度及び

地盤を考慮して、通常の地震に耐えられるよう整備する。

、 、 、また 近年多発する大規模地震に鑑み 通常の地震ばかりでなく大規模地震発生時においても

緊急物資及び避難者の輸送を行い、さらに被災した港湾施設が復旧するまでの間、港湾施設が麻

痺することを避け、背後地域の経済活動を維持する機能を発揮することが求められている。緊急

輸送道路ネットワーク計画には１９港湾が防災拠点として位置付けられている。このうち、県内

の人口集積度及び地域性等を考慮し、熊本港、八代港、本渡港については、適宜耐震性の点検を

行うとともに、優先的に耐震性強化岸壁の整備を進めるものとする。

さらに本県の港湾は軟弱地盤上に築造されているものが多いため、適宜液状化の可能性の点検

を行うとともに、必要に応じてその対策を進めるものとする。

( ) 海岸4

海岸の保全は、県民の生命、財産を守る根幹であり、これまでも海岸保全施設の新設・改良補

強等計画的に整備を推進してきたが、今後の施設整備にあたっては、耐震点検の結果を基に、危

険度が高く、人命・財産が集積した地区について、耐震性をさらに強化し、逐次施設の整備を行

う。

( ) 漁港5

漁港施設は、漁港及び漁村の根拠地として地域に密着しており 「漁港漁場整備法」により国、

が定めた基本方針のうち 「漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項」、

に基づき、地域の自然条件や環境に及ぼす影響および漁港施設の機能確保等を考慮し整備を行っ

ている。

３．下水道(県土木部)

下水道は、し尿・家庭雑排水を処理浄化することにより生活環境を改善し、また河川等の公共用

水域の水質保全を図るとともに、雨水の排除による浸水の防除や資源の有効利用をするなどその役

割は多方面にわたっている。大規模地震時にその機能が麻痺した場合、市民生活に与える影響は極

めて大きいため、地震に対して必要な対策を講じるものとする。

( ) 対象施設1

① 管きょ

、 、 、 、軟弱地盤や埋立地 造成地 地盤特性の急変する箇所 液状化の恐れのある地盤等において

当該管きょの重要度や地盤条件等を勘案したうえ、適切な管種や可とう性継ぎ手等の材料を選

択し、耐震性の向上を図る。また、必要に応じて地盤改良等による基礎地盤の安定化や管路施

設の浮き上がり防止対策等の措置を講じるものとする。

② 処理場、ポンプ場

基本的考え方として、阪神淡路大震災相当の大規模地震に対する安全性の照査を実施するも
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のとし、地震の側方流動を考慮し、鋼管杭、連続地中壁等側方流動の影響を抑止若しくは軽減

する対策を講じるものとする。

配管類の継手は、液状化に伴う沈下量を考慮した伸縮継手を用いることとする。

( ) システムとしての対策2

すべての施設について短期間に必要な耐震性を確保することは困難なため、計画面での配慮が

必要となる。施設が損傷した場合にも最低限の処理が行えるよう応急対策を加味した施設計画と

するものとする。

施設が損傷した場合に機能を代替できるよう、重要幹線、処理場のネットワーク化、処理場内

の重要水路の複数系列化や管路内に光ファイバー等下水道管理用の通信網の整備について検討す

ることとする。

( ) 既存施設の耐震診断と補強3

既存施設については、優先度を考慮して耐震診断を行い、適切な補強を行うものとする。

４．公営企業関係施設(県企業局)

公営企業関係施設の防災については、熊本県企業局防災計画や関係法令等に基づき、施設の維持

管理、改良を行うとともに、計画的に巡視点検を実施するものとする。

( ) 電気事業関係施設1

① ダム

ダムについては、ダム設計基準等に基づいて耐震設計がなされており、耐震性に優れている

施設であると考えるが、電気事業法や河川法に基づく漏水等の定期点検を計画的に実施してゆ

くことで、保安管理に万全を期するものとする。

なお、地震時におけるダムや水門施設の点検監視は、別節「ダム等管理計画」によるものと

する。

② 発電等施設

県営発電所は県内に９箇所あり、これらの発電所の施設は電気事業法による技術基準に基づ

いて耐震設計がなされており、耐震性に優れた施設であると考えるが、電気事業法に基づく保

安点検を計画的に実施し、また各施設ごとに十分な検討と分析を行い、保安管理に万全を期す

るものとする。

( ) 工業用水道関係施設2

① ダム

上記電気事業関係施設に同様である。

② 工業用水道施設

県企業局では３つの工業用水道を経営しており、臨海工業地帯等に立地する企業に対して

工業用水を供給している。

工業用水道施設は、土木・建築構造物、管路及び電気・機械設備関係に大別されるが、管

路については、地震による被害が周辺住民に与える影響を考慮し、施設の巡視点検を計画的

に実施し、耐震性の確保に努めるものとする。
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( ) 有料駐車場関係施設3

大規模地震発生時に来場者への被害の可能性があるので、耐震性の確保に努めるため、耐震診

断及び耐震改修を促進するものとする。

５．社会福祉施設(県健康福祉部)

県及び市町村は、施設の災害予防対策を推進するため、各事業者に対して、次の事項を必要に応

じて指導、助言するものとする。

( ) 施設独自の自主防災計画を整備し、防災組織態勢の確立を図ること。1

( ) 国庫補助制度の積極的な活用等により、社会福祉施設における耐震性その他の安全性の確保を2

図ること。

( ) 社会福祉施設の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。3

( ) 社会福祉施設の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。4

６．医療施設（県健康福祉部）

保健所は、医療施設の安全性を確保するため、管理者に対して、次の事項を必要に応じて指導、

助言するものとする。

( ) 施設独自の自主防災計画を整備し、防災組織態勢の確立を図ること。1

( ) 施設の耐震性その他の安全性の確保を図ること。2

( ) 施設の職員及び患者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。3

( ) 施設の職員及び患者に対し、避難訓練を実施すること。4

７．交通安全施設の防災機能の強化(警察本部)

緊急交通路として確保すべき道路を重点に、交通信号機、交通管制システム等の交通安全施設の

停電対策、耐震対策及び復旧対策等防災機能の強化を図るものとする。

８．学校施設(県教育庁、総務部、市町村)

大規模地震発生時における児童生徒等及び教職員の安全を図るため、県立学校及び市町村立学校

について、その設置者は次に掲げる対策を講じるものとする。

なお、県は、私立学校等に対して、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

( ) 校舎等の耐震性の確保1

新耐震基準導入前に建築された校舎等について、耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修又

は改築を実施するものとする。

( ) 設備、備品等の安全管理2

コンピューターをはじめとして、テレビ、ロッカー、書棚、書架、下駄箱、薬品棚、実験実習

機器等の転倒落下等の防止について、その安全性を強化するとともに、児童生徒、教職員の安全

と避難通路が確保できるように設置方法、場所等について十分配慮するものとする。



48

第 節 給水確保計画(県環境生活部、市町村)13

１．水道施設の耐震化

( ) 県は、水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)において、水道施1

設の計画的な耐震強化の推進を図るため、厚生労働省が定める水道耐震化計画指針に沿った必要

な指導、助言並びに応急給水の確保のための措置に関し、必要な指導、助言を行うものとする。

( ) 水道事業者等は、具体的な目標を定めて、水道施設の耐震性の計画的な強化に努めるものとす2

る。

( ) 水道事業者等は、緊急時に応急給水用の水の確保ができるよう、配水池容量の拡大、緊急遮断3

弁の設置等を計画的に推進するよう努めるものとする。

２．災害時応急体制の整備

( ) 県は、水道事業者と連携して災害時における給水確保のための応急体制整備に関し広域的な情1

報収集、連絡体制の整備並びに水道事業者等への指導助言その他の支援を行うものとする。

( ) 県及び水道事業者等は、応急給水及び応急復旧活動に関する行動指針を作成するものとする。2

( ) 水道事業者等は、市町村の防災担当部局と協力し、災害時の情報伝達手段を整備するものとす3

る。

( ) 水道事業者等は、応急給水及び応急復旧に必要な資機材の備蓄を行うとともに、その調達を迅4

速かつ円滑に行う体制を整備するものとする。

( ) 水道事業者等は、消防水利の多様化促進、緊急輸送手段の確保等について平常時から関係機関5

との協議、調整を行うものとする。

３．住民による飲料水の確保

水道事業者等は、市町村の防災担当部局と協力し、２～３日分の飲料水の備蓄や給水装置、受水

槽の耐震化の推進等について、住民が自主的に取り組むよう啓発に努めるものとする。
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第 節 通信施設災害予防計画(ＮＴＴ西日本熊本支店)14

現代は情報の時代であり、その情報流通の大きな部分を受け持っているのが通信設備である。現代

の通信は単に人と人との通話を伝えるだけでなく、各種データ端末やコンピューター間で多数の情報

が交流しており、通信の不通は社会生活や経済に与える影響が大きい。このため、大規模地震発生時

において途絶しない設備の実現、被災地に殺到する通信への対処方法等の対策の推進を図ることとす

る。

１．施設の耐震性強化

営業所、交換所等の施設はそのほとんどが耐震設計されているが、既往災害例を参考としてさら

に各施設の耐震強化を図るものとする。

２．通信回線施設の機能の確保

屋外通信回線は、主に電柱及び電話線等からなるが、大規模地震発生時における情報通信の重要

性に鑑み、災害時の通信手段の確保のために通信ケーブルの地中化を促進するものとする。また携

帯、自動車電話及び衛星通信等の移動無線回線を活用して緊急情報連絡用の回線の設定に努めると

ともに、これらの無線回線を活用したバックアップ対策の推進を図るものとする。

３．通信路の多ルート化の促進

災害時における情報通信の重要性に鑑み、災害時の通信手段の確保のため、回線系統の多重化を

進め、一系統に故障が発生し、通信が不能になった場合でも予備系統に切り替えることによって迂

回通信が確保できるよう対策を実施するものとする。

４．災害時優先回線の設定

大規模地震発生時には、各地から多数の電話が殺到することが予想される。このような状況下で

も防災関係機関等への非常・緊急通報については優先的に電話回線が使用できるよう防災関係機関

等が災害発生時に使用する電話回線については、災害時優先回線とする。

５．災害対策用資機材・復旧人員の確保

大規模地震発生に備え、災害対策用機器を緊急用資機材として確保しておくほか、全国からレス

キュー隊等の復旧要員を迅速に被災地に派遣できる体制を確立している。
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第 節 電力施設災害予防計画(九州電力熊本支店)15

大規模地震発生時においても、極力電力供給を維持し、また供給支障・設備被害発生時において安

全を確保しつつ迅速に復旧するため、あらかじめ次のような対策を講じるものとする。

１．電力施設の耐震計画

、 、 、電力供給設備の設計基準では 震度６強相当の耐震性能を有することとしており 現在の設備は

これに基づいて設計施工されている。

また、阪神・淡路大震災発生後電力中央研究所において検討した結果、現行耐震基準で妥当であ

ることを確認している。

なお、旧基準により設置されている設備については、全て補強等により改修済みである。

２．災害時の電力供給確保

電力供給系統の１系統の障害により、著しい電力供給支障が発生するおそれがある場合について

も、他系統に切り替えて電力供給の確保ができる対策をとるものとする。

３．緊急用資機材及び人員の確保

災害に備え、緊急用資機材の備蓄、当社他支店及び他電力会社との応援体制の強化を図るものと

する。

４．災害復旧訓練

大規模地震発生を前提とした初動体制から対策本部機能確立までの総合的な訓練を実施し、災害

に備えるものとする。

５．電気による火災・感電(２次災害)の防止対策

電力の送電再開時の電気火災発生、切れた電線の接触による感電等２次災害の未然防止のため、

日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を利用するほか、パンフレット、チラシ等の配付によ

り広報活動を行うものとする。
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第 節 都市ガス施設災害予防計画(西部ガス熊本支社)16

１．都市ガス施設耐震計画

都市ガスは、現代都市において熱源としてのみならず、冷房施設などの動力源としても使用され

ており、重要なライフライン機能である。予期せぬ不測の事態によって施設が破損し、万一ガスが

流出した場合には、２次災害の防止及び被害の拡大防止が要求されるので、以下のような対策を講

じるものとする。

( ) ガス製造、供給施設の耐震性の確保1

、 、 、 、ガス製造 供給施設は そのほとんどが耐震設計がされているが 過去の災害例を参考として

さらに各施設の耐震化を図る。停電時でも機能が損なわれないよう保安電力の確保を図ることと

する。

( ) ガス管路の対策2

ガス管路のうち中圧管などの主要管路については耐震性が考慮されているが、既設管の一部の

低圧管(ねずみ鋳鉄管、白ガス管等)については耐震性の低いガス管が使用されており、これらに

ついては工事等の機会をとらえて、ネジ接合鋼管を耐震性の高いポリエチレン管等へ順次敷設替

えを行うものとする。

( ) 供給系統の対策3

ガス導管網をブロック化し、２次災害防止のためのガス供給停止をブロック単位で行うことに

よって、供給停止が全体に拡大しないよう対策を講じるものとする。

( ) 需要家ガス設備の対策4

、 。 、ガス配管は 建設設備の１つとして建物と同等以上の耐震性が要求される 一般にガス配管は

建物の躯体等に支持材を使用して固定することから、耐震性を向上するには、ガス配管の支持固

定が重要な要素となる。

また、一般家庭の場合、震度５相当( ガル)以上を感知するとガスを遮断する機能をもった200

マイコンメーターを設置している。

( ) 緊急用資機材、人員の確保5

災害時に備え緊急用資機材を確保しておくとともに、これらの資機材が不足する場合を考慮し

て、平常時から外部団体及び民間機関等に対し、あらかじめ非常時の資機材の補給に関する依頼

をしておくものとする。

また、復旧要員についても、社員及び関連会社社員に周知徹底をするとともに、災害時優先電

話、通信機器、被害状況連絡票や需要家リスト等所要の設備・資料を設置するものとする。

２．機能の確保

( ) ガス施設の災害予防措置1

災害発生時のガス施設の被害を最小限にするため、関係法令、諸規定等の定めに従い、次のと

おり平常時からガス施設の点検及び整備に努めるものとする。

① ガス製造所、ガスホルダー及びガス輸送導管等は、大規模地震に耐えるように設計するとと

もに、厳しい施工管理と密度の高い設備管理により十分な耐震性を維持する。
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② 低圧ガス導管網及び需要家のガス設備に対しても「ガス導管耐震設計指針」(日本ガス協会)

等の技術指針に基づいて敷設する。

③ ＳＩ値や最大加速度値を計測するため、地震計の設置を行う。

( ) 非常体制の整備2

大規模地震が発生したときに、非常体制が有効に機能するように動員基準、組織、業務分担及

び通報連絡体制を整備し、社員等関係者に周知徹底を図るものとする。

また、あらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を社員及び関連会社社員に周知徹

底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票及び需要家リスト等所要の設備資

料を設置するものとする。

( ) 防災教育及び防災訓練3

① 防災意識高揚を図り、災害の予防及び災害発生時の被害の拡大を防止するための防災に関す

る専門知識、関係法令、各種規定、基準及び要領について、社員等関係者に対する教育を実施

するものとする。

② 防災活動を迅速に推進するため、年１回以上の防災訓練を実施するとともに、地方公共団体

等が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。

( ) 防災用資機材の確保及び整備等4

① 災害発生時の被害を最小限とするため、緊急措置及び早期復旧に必要な資機材について、平

常時からその確保に努めるとともに、定期的にその保管状況を点検整備するものとする。

② 災害発生時における迅速な緊急出動を可能とするため車両を常時稼働可能な状態に整備して

おくものとする。

③ 災害復旧用資機材及び需要家の生活支援のための代替熱源の確保のため、あらかじめ社外か

らの調達体制を整備しておくものとする。

( ) 関連会社との協力体制の整備5

災害発生時に関連会社からの人員及び資機材の提供が迅速に行えるように、あらかじめ協力体

制を整備しておくものとする。

( ) 広報活動6

平常時から需要家に対して、チラシ、テレビ、検針票等を利用して、ガスに関する安全知識の

周知に努めるものとする。

また、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対して、災害発生時の情報を速やかに連絡できる

体制を確認しておくものとする。
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第 節 鉄道施設災害予防計画(ＪＲ九州熊本支社)17

１．施設の現況

、 、 、 。県内における施設の延長は 線路延長 盛土延長 切取延長 となっている263.2km 91km 43.1km

また橋りょうは 箇所で 、トンネルは 箇所で となっている。1215 7.9km 54 18.2km

２．施設、設備の耐震化の確保

建造物の設計は、土木関係構造物設計標準仕様書(ＪＲ九州)に則った設計を行い、耐震性を確保

するものとする。

３．防災訓練

大規模地震発生時に適切な処置がとれるよう防災訓練を適宜次のとおり実施するものとする。

( ) 社員の非常呼集訓練1

( ) 避難誘導訓練2

( ) 消火訓練3

( ) 列車脱線訓練4

４．防災関係資材の点検整備

救援車、車両台車、緊締用品、照明用品、ジャッキ類等を常に整備し、完全な状態にしておくも

のとする。

５．避難誘導体制の周知

大規模地震発生時、駅においてはコンコース、改札口等旅客の見やすい箇所に旅客誘導上必要な

情報の内容を掲示するとともに、随時放送を行い情報の周知徹底を図るものとする。また、列車乗

客においては、速やかに不通の状況、その列車の運行状況、接続関係等について詳しく案内すると

ともに、状況に応じて適切な誘導に努めるものとする。



54

第 節 海上災害予防計画(熊本海上保安部、関係機関)18

海上における災害を未然に防止するため、熊本海上保安部をはじめ、関係機関は次のような災害予

防措置を実施するものとする。

１．関係機関の協力体制の確立

熊本海上保安部は、海上災害に備え、緊急時に各機関が協力できるように、資機材及びその数量

をあらかじめ把握しておくとともに、各関係機関等と緊密な協力体制の確立を図るものとする。

２．資機材の整備

各関係機関は、防災資機材等の充実を図り、備蓄整備に努めることとする。資機材に関しては、

災害応急活動において、海、陸、空の関係機関等との連携を考慮にいれ、互換性を考慮したものと

するとともに、保有状況を常に把握し、必要に応じて関係機関と情報交換を行うものとする。

( ) 救難用資機材の整備1

( ) 消防用資機材の整備2

( ) 排出油等防除用資機材の整備3

３．海上防災講習会等の啓発活動

熊本海上保安部は、船舶代理店、漁協、石油会社、関係官庁等で構成されている排出油防除協議

、 、 、 、会関係者 タンカーバース管理者等に対し 海上防災思想の普及 海上安全防災対策に関する指導

育成を図ることとする。

( ) 排出油防除協議会関係者に対しては、定例会議等を利用して海上防災対策に関する指導を行う1

こととする。

( ) タンカーバースの設置者・管理者及び危険物荷役関係者に対しては、管理体制の充実強化を指2

導することとする。

( ) 船舶乗組員に対しては、巡視船艇による訪船、立入検査時の機会をとらえ、海上交通関係法令3

等の周知徹底を図るとともに、安全航行の励行、危険物荷役時における安全確認等の指導を行う

こととする。

４．海上防災訓練

防災関係機関等相互間の連携協力体制の維持・強化を図るため、官民一体となった海上防災訓練

を実施することとする。

５．海上防災についての調査研究

防災業務を総合的かつ効果的に実施するため、次に掲げる事項について、資料の収集及び調査研

究を行うこととする。

特に調査研究に当たっては、研究機関はもとより、関係機関との連携に努め、これらの成果につ

いは防災施策にいかしていくとともに、関係機関等と情報提供等を推進するものとする。
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( ) 港湾の状況(危険物荷役場所及び貯蔵場所、貯木場、在泊船舶の状況)1

( ) 避難港及び避泊地の状況2

( ) 港別入港可能船艇の調査(水深、岸壁の状況等)3

( ) 防災のために使用する船舶、資機材の状況(種類、数量、配備場所等)4

( ) 県、市町村、その他の団体等が災害発生時の緊急輸送活動のために緊急ネットワークとして指5

定した輸送施設(道路、港湾、飛行場、臨時ヘリポート等)及び輸送拠点(トラックターミナル、

卸売市場等)の状況

( ) 災害の発生状況及び防災上の教訓6

( ) 予想される災害の規模、被害の程度及びその対応策7

( ) 関係機関の防災業務計画、市町村の地域防災計画等8
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第 節 避難収容計画(県総務部、県地域振興部、県健康福祉部、県土木19
部、教育庁、警察本部、市町村)

１．避難場所、避難路の整備及び選定(県土木部、県総務部、市町村)

( ) 避難場所1

① 一次避難場所及び広域避難場所(都市計画公園等)の整備計画(県土木部、市町村)

県及び市町村は、大規模な地震の発生時に周辺地区からの避難者を収容し、地震に伴い発生

する市街地大火から避難者の生命、身体を保護するために必要な規模及び構造を有する避難場

所(都市計画公園等)の整備計画を検討するものとする。

② 地震発生時に使用可能な避難場所の選定(県総務部、市町村)

市町村は、住民の生命、身体の安全を確保するため、次の基準によりあらかじめ避難場所を

選定、整備するとともに、その所在地、名称、概況、収容可能人員等を把握しておくものとす

る。

また、避難場所については案内標識、誘導標識等を設置し、平素から住民に周知を図り、速

やかな避難ができる体制を整備しておくものとする。

なお、沿岸市町村で津波による危険が予想される地域については、津波に対する避難場所の

選定、整備を図るものとする。

ア 地震、火災からの避難を中心に考え、公園、緑地、学校等が適当であること。

イ 周囲から火災が迫ってきた場合でも、避難場所内の住民の安全を確保するため、ある程度

以上の広さの空地を有すること。

ウ 要避難地区住民のすべての住民(昼間人口も考慮する。)を収容できるよう配置するもので

あること。

エ 大規模な崖崩れ及び浸水の危険のないところ若しくは付近に多量の危険物等が備蓄されて

いないところであること。

オ 地区分けをする場合には、町単位を原則とするが、主要道路、鉄道、河川等を境界とし、

住民がこれを横断して避難することはできるだけ避けること。

カ 収容施設は、耐火及び耐震性の強い建造物であること。

( ) 避難路(県土木部、市町村)2

① 避難路の整備計画(県土木部、市町村)

県及び市町村は、避難場所又はそれに相当する安全な場所に通じ、避難者の迅速かつ安全な

避難行動を確保するために必要な構造を有する道路、緑地又は緑道の整備を検討するものとす

る。

② 地震発生時に安全な避難路の選定(市町村)

市町村は、避難場所の選定に併せて、市街地の状況等に応じてあらかじめ避難路を選定、整

備するものとする。

なお、沿岸市町村で津波による危険が予想される地域については、津波に対する避難路の選

定、整備に配慮するものとする。
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２．避難勧告等の発令の判断基準の整理(市町村)

市町村は、避難勧告等（避難準備（要援護者避難）情報、避難勧告及び避難指示を総称する）を

適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるように、あらかじめ発令の判断基準を定めておく

ものとする。

そのため、避難勧告等の発令・伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのような

対象区域の住民に対して避難勧告等を発令するべきか等の判断基準（具体的な考え方）について取

りまとめたマニュアルの整備に努めるものとする。

なお、マニュアルの整備にあたっては、国の検討会において作成された「避難勧告等の判断・伝

達マニュアル作成ガイドライン （平成１７年３月）を参考とすること。」

３．避難誘導の事前措置(県総務部、警察本部、市町村、消防機関、関係機関)

( ) 避難場所等の周知徹底1

① 市町村は、大規模地震発生時に的確な避難行動ができるように、平素から次の事項について

住民に対する周知徹底に努めるものとする。

、 、 、 、なお 住民に対する周知徹底にあたっては 防災マップが非常に有効であるので 市町村は

防災マップの作成に努めるものとする。

ア 避難所の名称及び場所

イ 避難所への経路

ウ 避難の勧告又は指示の伝達方法

エ 避難後の心構え

② 警察は、市町村との連携をもとに、平素の活動を通じて地域住民に災害発生時の避難場所、

避難経路及び避難時の留意事項等について周知徹底を図るものとする。

( ) 管理者対策2

病院、工場、事業所、デパート、駅等多数の者が出入りする施設の設置者又は管理者は、当該

施設内にいる者の避難を迅速かつ安全に行うため、具体的な避難計画を策定し、市町村長、消防

機関、警察等と綿密な連絡をとり、災害時に対処する体制を常に確立しておくものとする。

４．応急仮設住宅建設予定場所の選定(県健康福祉部、市町村)

市町村は、周辺の医療機関、学校、商店及び交通機関などの場所を総合的に配慮して、民有地も

含めた応急仮設住宅建設予定地の確保を行っておくものとする。

県は、応急仮設住宅建設予定地の確保を行うよう市町村を指導するものとする。
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第２０節 災害時要援護者避難支援計画(県総務部 県健康福祉部 市町村)、 、

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、難病患者や外国人などの災害時要援護者（以下「要援護者」

という）に配慮した災害予防対策を推進するための計画である。

１．要援護者支援体制の整備

( ) 対象者の把握1

市町村は、住民の中で災害時に他者の支援を必要とする要援護者とその必要な支援内容を把握

するものする。

なお、把握にあたっては、同意方式、手上げ方式、共有情報方式などの方法が考えられるが、

それぞれの特性を考慮しながら、当該市町村の実情にあった方法を選択するものとする。

また、把握した要援護者に関する情報は、プライバシーの保護の観点から慎重に取り扱うもの

とする。

( ) 「避難準備（災害時要援護者避難）情報」の設定等2

市町村は、避難行動に時間を要する者（要援護者）が、指定された避難場所に避難する時間を

確保できるように、要援護者に対し早めの避難を呼び掛けるため「避難準備（災害時要援護者避

難）情報」を設定するとともに、判断基準を事前に定めるものとする。

なお、設定にあたっては、自主避難の呼び掛け、避難注意情報等の情報を「避難準備（災害時

要援護者避難）情報」に標準化するとともに、住民への周知徹底に努めるものとする。

( ) 情報伝達体制の整備及び情報伝達への配慮3

市町村は、消防団や自主防災組織等、従来から地域防災の中心となっている団体等への情報伝

達責任者（班）を明確にし、要援護者への情報伝達経路を整備するものとする。

なお、伝達網の整備にあたっては、伝達者の不在を想定した複数のルート化等に配慮するもの

とする。

また、情報伝達にあたっては、災害時における緊急情報は音声（サイレンや放送等）による情

、 （ 、 、 、報伝達が中心となるため 要援護者の特性 特に 聴覚障がい者 判断能力が不十分な要援護者

外国人等）を踏まえて伝達手段や伝達方法を工夫するなど配慮するものとする。

( ) 避難誘導の支援、安否確認の体制づくり4

① 支援者の選定等

災害発生直後に、行動等に制約のある要援護者の避難誘導を迅速に行うためには、同居の家

族や避難支援者の他、近隣住民の積極的な協力が必要であり、市町村は、自助、地域（近隣）

の共助の順で要援護者に取ってできるだけ身近な者から避難支援者を定めるものとする。

また、市町村は、自助・共助による支援が受けられない要援護者を把握し、必要な支援内容

や避難支援者を定めるため、関係機関（消防団、警察を含む 、自主防災組織、介護保険事業）

、 、 （ ）、者や社会福祉施設関係者 障がい者団体等の福祉関係者 患者搬送事業者 福祉タクシー等

地元企業等の様々な機関等と連携を図るものとする。

② 関係機関等の役割分担

災害時の避難誘導、安否確認等を適切に行うためには、避難支援者を中心とした地域住民の
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協力が不可欠であるため、市町村は、避難支援者、自主防災組織、自治会・町内会等、民生委

員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害相談員等と連携を図り、災害発生時にそれぞれ具

体的にどのような支援を行うのかという役割分担や避難誘導の経過や安否確認の結果の情報集

約方法などについて共通認識を持っておくものとする。

③ 避難誘導の支援体制づくり

在宅の要援護者を避難場所等へ避難誘導するためには、平常時から避難支援者を中心とした

近隣のネットワークづくりを進め、地域住民同士の協力関係をつくることが重要であるので、

市町村は、避難支援計画を作成し、地域住民に繰り返し説明するとともに、研修や避難訓練を

実施するなど、要援護者の避難支援に対する地域住民の理解促進を図るものとする。

また、要援護者自身からも、災害発生時における助力を地域住民に積極的に依頼するととも

に、日ごろから地域住民とのつながりを保つように努力することが必要である。

さらに、市町村は、避難所等の所在地を示す避難誘導標識や避難地案内板の設置を進めると

ともに、要援護者に配慮したわかりやすい標記等に努めるものとする。

④ 安否確認の体制づくり

市町村は、災害発生時に速やかに要援護者の安否確認が行えるように、日ごろから社会福祉

施設等の要援護者と関係する各施設、居宅介護支援事業者、関係団体（障がい者団体、患者団

体、老人クラブ等）等と連携を図るなど、安否確認の体制を整備するものとする。

( ) 避難所の確保5

既存の避難所について、市町村及び避難所となる施設の管理者は、必要に応じてバリアフリー

化を行うなど、可能な限り要援護者の利用を考慮した施設の整備に努めるものとする。

また、市町村は、病院、社会福祉施設の活用を含め、障がい者等の要援護者の特性に応じた専

用の避難所(福祉避難所)の設置についての検討を進めるものとする。

( ) 物資の備蓄等6

物資の備蓄については、食糧、飲料水、日常生活用品などの他、介護用品、医薬品等の準備を

行うとともに、高齢者用のお粥や乳児用の粉ミルク等、要援護者に配慮した備蓄に心掛けるもの

とする。

２．要援護者支援の円滑な実施のための方策

( ) 避難支援計画の策定1

市町村は、前述の体制整備を踏まえて、要援護者支援を円滑・的確に実施するため、要援護者

に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平常時から収集し、電子データ、フ

ァイル等で管理・共有するとともに一人ひとりの要援護者に対して複数の避難支援者を定める

等、具体的な避難支援計画（避難支援プラン）の策定に努めるものとする。

なお、避難支援計画は、市町村の要援護者全体に係る全体計画と要援護者一人ひとりに対する

個別計画で構成されるものであり、作成にあたっては 「熊本県災害時要援護者避難体制指針」、

(平成 年 月策定）及び「災害時要援護者の避難支援ガイドライン （平成 年 月）を参18 1 18 3」

考とすること。
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( ) 災害時要援護者支援班の設置2

市町村は、要援護者の避難支援業務を的確に実施するため福祉部局を中心とした横断的な組,

織として「災害時要援護者支援班」の設置に努めるものとする。

災害時要援護者支援班は、平常時には、要援護者情報の共有化、避難支援計画の策定、要援護

者参加型の防災訓練の計画・実施、広報等を行い、災害時には、避難準備情報等の伝達業務、避

難誘導、安否確認・避難状況の把握などの業務を行う。

( ) 災害時要援護者避難対策会議（仮称）等の設置3

消防本部、消防団、警察、自主防災組織、避難支援者等の第三者への要援護者情報の提供につ

いては、個人情報保護の観点から、情報を受ける側の守秘義務を確保することが重要であるが、

保有個人情報の目的外利用・提供ができる場合があることを参考にしつつ、積極的に取り組むこ

とが必要である。

なお、登録情報の共有の方法として、上記関係団体等で構成する災害時要援護者避難対策会議

（仮称）等の設置が考えられる。
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(県健康福祉部 市町村 日赤県支部 県医師会 熊大医学部付属病院等)第 節 医療保健計画21 、 、 、 、

大規模な地震災害においては、広域的に多数の傷病者が発生することが予想され、被災地域内で十

分な医療が提供されないおそれがある。このため、平時から県、市町村及び医療関係機関等は、以下

に掲げるところにより災害時の医療保健体制の充実を図る。

１．医療施設の安全性の確保

(1) 県及び市町村は、医療施設に対する安全性を確保するため、医療施設の管理者が実施する以下

の事項に関し、必要に応じて指導、助言を行う。

① 医療施設における耐震性その他安全性を確保すること。

② 医療施設の職員に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。

③ 医療施設の職員及び入院患者に対し、避難訓練を実施すること。

④ 医療施設の入院患者の避難路の確保と周知を行うこと。

(2) 県は、医療機関の管理者に対し、医療施設における消火器具、警報器、避難用器具等の整備保

全及び電気器具、石油その他の危険物の適切な管理について指導を行う。

(3) 県は、放射性同位元素、病原微生物、毒物類等の保健衛生上危害を生ずるおそれのある物を取

り扱う医療施設の管理者に対しては、災害の発生時におけるこれらの物の取り扱いについて指導

を行う。

２．災害時における医療救護体制の整備

(1) 体制整備の基本的考え方

① 県は、あらかじめ災害による被害の規模に応じ、二次保健医療圏(保健所)における災害時医

療体制の整備に努める。

② 県は、熊本県広域災害・救急医療情報システムを拡充強化し、災害時における情報の収集及

び連絡体制の整備に努める。

③ 県は、熊本県保健医療推進協議会、２次医療圏毎の地域保健医療推進協議会及び救急医療専

門部会を通じて、日頃から災害時の医療に関係する諸機関・団体等の連携強化に努める。

④ 市町村は小学校単位等を配慮し、行政区域ごとの救護体制の整備を図る。

、 、 、⑤ 全ての病院等は 災害時における救急患者への医療支援に備え 災害時における情報の収集

、 、 。発信方法 救急患者の受け入れ方法 救護班の派遣方法等を記したマニュアルの作成に努める

(2) 医療救護体制の整備

① 県は、あらかじめ職員(本庁、県立病院、保健所等)による医療救護班、薬剤管理班、防疫班

及び保健指導班を編成しておく。

② 県は、各医療関係団体間における県内及び県外との災害時の相互支援に関する協定等の締結

状況を把握する。

③ 県は、日赤県支部、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会等医療関係団体及び

陸上自衛隊熊本病院に対して、あらかじめ災害時における医療救護体制、特に緊急派遣が可能

な医療救護班等の編成状況等の把握に努める。

④ 市町村立病院等を設置する市町村にあっては、あらかじめ職員による医療救護班等を編成し

ておく。

また、県はあらかじめ各市町村の医療救護班等の編成状況の把握に努める。
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⑤ 日赤県支部は、指定公共機関として医療救護体制を整備する。

⑥ 県医師会は、指定地方公共機関として医療救護体制を整備する。

⑦ 災害拠点病院（別冊資料編参照）は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の編成に努めるととも

に傷病者の受入体制や医療用資器材の貸出し機能を整備する。

⑧ 公的病院等においては、熊本県公的病院災害ネットワークにより相互の連携を図り、応援体制

を整備する。

⑨ 熊本大学附属病院は、特定機能病院として機能強化を図り、重篤な傷病者の受入れ体制を整備

する。

⑩ 各機関、団体は災害に備え医療救護班の派遣訓練を行う。また、多発外傷、挫滅症候群、広範

囲熱傷など震災で多発する重篤救急患者の対応研修を実施する。

３．災害時における救急患者等の搬送体制の確保

、 、 、 、(1) 県は 災害時における救急患者及び医療救護活動従事者の搬送のため 平時から陸路 海路

空路を利用した複数の搬送手段の確保に努める。

(2) 県は、前項の搬送を円滑に進めるため、警察、消防、自衛隊等緊急輸送に関係する機関との

連携を図る。

４．災害時における医療ボランティアとの連携

県は、災害時において医療ボランティアの確保、受け入れに係る調整を行い、適切な医療スタッ

フの配置を図るため、平時から医療ボランティアの把握に努め、受け入れ体制の確立に努めるもの

とする。

５．災害時における医薬品、歯科用品等(以下「医薬品等」という。)の安定供給の確保

対策

( ) 県は、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び伝達のため、各種団体と緊急連絡1
網を整備するものとする。

( ) 県は、初動医療のための医薬品等(１万人分)を各二次保健医療圏ごとに１千人分づつ備蓄する2
ものとする。備蓄の現状は別冊資料編のとおりである。

( ) 県は、災害時の医療品等確保のための中長期的対策として、医薬品等供給団体及び医療機関等3
の協力を得て、医薬品等の安定確保に努めるものとする。

( ) 県は、医療施設の医療機器の修理、交換等に関する関係者間の連絡体制等の整備を図るととも4
に、技術者の有効な交通手段の確保を図るものとする。

( ) 県は、災害時における医薬品等の搬送の際の緊急車両としての通行許可について考慮するとと5
もに、陸上交通遮断等を想定し、船舶の確保あるいは防災消防ヘリコプター及び自衛隊のヘリコ

プター等の活用を含めて、医薬品等の搬送体制の確保を図るものとする。

( ) 他県からの医薬品等応援物資の受け入れ、他県への支援の際には、専門知識を有する者が不可6
欠であるため、県薬剤師会等との連携を密にし、マンパワーの確保を図るものとする。

( ) 県は、医薬品等の供給確保を図るうえで必要な事項について、医薬品等供給関係団体との間で7
協定を締結するよう努めるものとする。




